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序   文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ミャンマー連邦共和国のラカイン州における道路建設機材整備

計画にかかる準備調査を実施することを決定し、同調査を八千代エンジニヤリング株式会社に委

託しました。 

調査団は、平成 25 年 9 月から平成 25 年 12 月まで、ミャンマー国の政府関係者と協議を行う

とともに、計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書

完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 26 年 2 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

経 済 基 盤 開 発 部 

部 長   三 浦  和 紀 
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要  約 

 

１ 国の概要 

ミャンマー連邦共和国（以下、ミャンマーと称す）は中国、タイ、ラオス、インド、バング

ラデシュと国境を接する人口 6,495 万人（2013 年、IMF 推定値）の多民族国家である。国土面

積は 68 万平方キロメートルと日本の約 1.8 倍であり、国土の中央をエーヤワディ川が縦断して

いる。また、ミャンマーの気候はモンスーン地帯に属し、10 月下旬から 3 月までの乾期、4 月

と 5 月の酷暑期、及び 6 月から 10 月中旬までの雨期の 3 つの季節に分かれている。 

2013 年度におけるミャンマーの名目 GDP は約 594 億米ドル（IMF 国別報告）であり、同国

の GDP 成長率は政府発表では年率 10%以上、IMFの推計でも年率 6.8%の勢いで成長している。

また、一人当たりの GDP は、2013 年において 914 米ドル（IMF 国別報告）と推計されている。 

ミャンマーの主要産業は農業である。徐々にその割合を低めているとはいえ、GDP の 4 割近

くを占めている。一方、製造業は逆にその割合を高めつつあり、GDP の 2 割に達しようとして

いる。なお、GDP に対して産業別に占める割合は、第一次産業 39%（農業 38%、鉱山 1%）、第

二次産業 24%（製造業 19%、建設業 5%）、第三次産業 37%（商業 21%、運輸・通信 14%、行政

1%、その他 1%）となっている（IMF 国別報告）。 

 

２ プロジェクトの背景、経緯及び概要 

ミャンマーには 135 におよぶ民族が居住しており、世界で も民族が多様な国のひとつであ

る。1948 年の独立以降、様々な民族グループは政府に対して積極的支援や、自治権の拡大、完

全独立等を求めて武力闘争を開始させたが、1990 年代以降政府は少数民族との和解を進め、2011

年 3 月に発足した現政権も民族統一のために少数民族と精力的に停戦合意・和平協定を進めて

いる。 

本計画の対象となるラカイン州は、バングラデシュに国境を接する辺境地である。主要産業

である農業の生産性は低く、灌漑施設不足、土地使用権問題もあり、同地域の開発は遅れてい

る。また年間降雨量 6,000mm が雨期に集中し、道路の崩壊、橋の流失も多発し、域内交通は不

便な状態となっている。同北部地域には、バングラディッシュ側からの帰還民も多く生活し、

貧困地域として劣悪な生活環境となっている。 

上述の状況を受けて、ミャンマー政府から、特に帰還民が多くかつ地域開発が遅れているラ

カイン州、ならびにカレン州を対象に、道路整備のための機材整備に係る無償資金協力の正式

要請書が準備され、2012 年 8 月 7 日付で発出された。 

上記要請を背景に、国際協力機構は、平成 24 年度「ラカイン州及びカレン州における道路建

設機材整備計画」に係る準備調査を実施した。一方、昨年 6 月以来ラカイン州では治安が悪化

し、調査期間中に改善に至らなかったことから、昨年 10 月時点でラカイン州は計画コンポーネ

ントから除外され、カレン州のみが事業実施に至った。しかしながら、同州住民の生活改善の

ためには道路整備による地域開発が喫緊の課題であるなか、ラカイン州の 新の治安情勢を踏
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まえ、平成 25 年度、新たに本件調査が実施されることとなった。 

本件調査の第一次現地調査において、ミャンマー実施機関である公共事業局より、本計画の

対象道路について、以下に示す 3 つの路線が優先区間として提案された。 

 第一優先区間：トングアップ～アン（約140km） 

 第二優先区間：タンドウェ～ガタインチャン（約182km） 

 第三優先区間：ミンビャ～ポートー（約34km） 

公共事業局からの上記提案を踏まえ、現地確認調査の中で、地域開発の観点から事業の緊急

性、裨益効果等を検証した結果、第一優先区間であるトングアップ～アンの区間が本計画対象

道路として妥当であると結論づけ、対象道路の整備のための機材調達を行うことで公共事業局

の合意を得るに至った。 

 

３ 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

JICA は、本調査の第一次現地調査として 2013 年 9 月 1 日から同年 9 月 29 日までミャンマー

に調査団を派遣し、本計画に係る機材の要請内容の確認を行い、ミャンマー側実施機関である

公共事業局が自前予算によりラカイン州で道路整備を実施する対象サイトの現地調査を実施し

た。帰国後に現地調査結果を基に国内解析を行い、概略設計を実施すると共に、概略事業費の

積算を行った。その結果を基に、2013 年 12 月 12 日より同年 12 月 20 日まで概略設計概要説明

調査を行った。 

本プロジェクトの調達機材は、プロジェクト対象路線となるラカイン州トングアップ～マエ

イ～アン間を結ぶ延長約 140km の南北道路（巻頭の位置図参照）において、公共事業局が簡易

舗装工事を実施するために必要となる機材構成とする。 

また、本プロジェクトにおいては、機材を効率的に運営・維持管理するための支援の一環と

して、機材台帳管理システム導入、パイロット施工、橋梁点検研修等のソフトコンポーネント

を実施する。 

以下に、プロジェクトによる調達機材内容を示す。 

 

表-1 プロジェクトの内容 

  機材名 調達数量 備考 

1 橋梁点検車 1  

2 モーターグレーダ 2  

3 エクスカベータ（クローラタイプ） 2  

4 ホイールローダ 2  

5 エクスカベータ（ホイールタイプ） 2  

6 ブルドーザ 2  

7 シープフットコンパクタ 2  

8 タンデム型振動ローラ 4  

9 アスファルトディストリビュータ 2  



- iii - 

10 アスファルトケトル 2  

11 移動式ワークショップ 2  

12 散水車 2  

13 ダンプトラック 12  

14 キャブバッククレーン 2  

15 低床セミトレーラ（トラクターヘッド付） 1  

16 自走式クラッシャ 2  

17 安全管理・施工管理車両 2  

18 アスファルトスプレイヤ 10  

19 デスクトップコンピュータ 2 機材台帳管理システム用 

20 データベースソフトウェア 1 同上 

 

４ プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトの所要工期は我が国無償資金協力ガイドラインに基づき、実施設計から入札

業務、調達監理を含めて 19 ヶ月である。 

本プロジェクトにおける日本側負担事業費は、調達業者契約認証まで非公表。 

 

表-2 概略事業費 

内訳 概略事業費 備考 

日本側負担事業費 －  

相手国負担事業費 18.39 億円 
道路建設費、口座開設に基づく銀

行手数料等 

交換レート：1US$=99.38 円 

 

５ プロジェクトの評価 

本プロジェクトの妥当性及び有効性を以下に示す。 

 

(1) 妥当性 

我が国は、対ミャンマー支援について、民主化、国民和解、経済改革の恩恵が幅広く国民に

渡ることをめざして、以下の重点支援分野を設定している。 

1. 国民の生活向上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む） 

2. 経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援（民主化推進のための支

援を含む） 

3. 持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援 

本計画は、上記の 1 及び 3 に合致するもので、我が国の対ミャンマー支援の方針との整合性

が高いものといえる。 
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本計画におけるラカイン州の整備対象道路区間は、南北に長く伸びる同州の中央に位置する

もので、同州の南北を縦貫する幹線道路の一部を形成するものである。本整備計画は、同州の

南部と北部との安定した交通の確保を実現するだけでなく、同州南東部に隣接するエーヤワデ

ィ管区、さらにはミャンマー経済の中心であるヤンゴンと続く、ミャンマー全体の幹線道路整

備計画の一部を担うものである。 

また、公共事業局は、同州東部に隣接するマグウェー管区のミンブから、本整備計画区間の

北端に位置するアンを経由し、さらに同州北部のミャウー及びチャウクタウを経て、同州都の

シトゥウェに至る幹線道路を整備したい考えである（図 4-4.1 参照）。本計画対象区間の整備及

び左記アン～シットウェ間の道路整備が実現することにより、ラカイン州の南北縦貫道路の 2/3

程度が完成することとなる。 

以上の点から、ラカイン州における本計画対象道路整備は、公共事業局の道路整備計画と連

携して、本計画対象地域にとどまらず同州全体の地域開発にも大きく貢献するものと評価でき

る。 

 

(2) 有効性 

ラカイン州の本計画整備対象区間の沿道には、約 6 万 2 千人の住民が居住している。本計画

は、これらの住民に直接的な便益を与えるものである。 

本計画対象区間における道路整備の実施により、車輌の走行速度は現行の約 25km から 60km

に向上することが期待される。この走行速度の増加により、トングアップからアンまでの移動

が 2.5 時間程度で可能となる。 

ラカイン州における道路整備が実現した際の定量的効果を下表に示す。 

表-3  定量的な効果指標 

成果指標 基準値（2013 年） 目標値（2018 年）

調達機材により整備される区間の平均走行速度（km/h） 約 25km/h 約 60km/h

調達機材による道路の整備延長（km） 0km 約 140km

 

なお、上表に示す成果指標のうち、整備区間の平均走行速度については、目標年次において

実施機関である公共事業局が整備区間を実走行することにより測定する。 

また、上記に挙げた定量的効果に加え、対象道路の整備によって物資輸送等の物流効率化、

雨期の通行や交通安全の向上、医療施設への緊急アクセスの向上、輸送コストの削減、地域経

済活動の活発化等の様々な定性的効果が期待できる。 
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写真(1/2)   

ラカイン州整備対象道路周辺の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
道路状況① トングアップからマエイ間対象道路の様子 

 平坦な丘陵地を通過することから平面および縦断とも緩やか

な線形となっている。舗装は、3.6m のアスファルト浸透式簡易舗

装である。 

道路状況② マエイからアン間対象道路の様子 

山岳地を通過することから左右に曲がりくねった平面線形

と厳しい縦断線形となっている。舗装は、3.6m のマカダム

舗装である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
対象道路(マエイ)における住民の長距離移動の様子 

マエイはチャオピューへの分岐点になっており、ヤンゴンやラカ

イン州アン等の主要都市を結ぶ長距離バスが1日数本運行して

いる。 

タンルウェ橋（トングアップからマエイ間） 

トングアップから約 20km(12 マイル)の地点にある 7 径間のベイリ

ー橋（橋長約 180m）。現在１車線の幅員であるがプレートガーﾀﾞ

ｰの鋼橋として整備が予定されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
機材引き渡し場所（トングアップ） 

機材引き渡し場所の一つである道路建設特別ユニットの敷

地。同ユニットの事務所に近接しており、機材引き渡しに

十分な広さを有している。 

機材引き渡し場所（アン） 

機材引き渡し場所の一つである橋梁建設特別ユニットの敷

地。機材引き渡しに十分な広さを有し、対象道路整備を担

当する飛行場建設特別ユニットの事務所に近接している。 

  



写真(2/2)  

カウンターパート協議及び機材関連施設等の状況 

 

 

 

 

建設省公共事業局との会議の様子 

公共事業局との会議を通して、対象道路、道路建設機材の選

定、機材の引き渡し場所等について検討を行った。 

ラカイン州 州知事との会議の様子 

州知事との会議を通して、州政府に対する本案件の説明及び

合意を取り付けた。 

  

マヤンゴン機材管理センター(中央整備場) 

ラカイン州へ調達される機材本体の登録場所。下ミャンマーの

機材は当地が一元管理している。機材の重装備は同管理セン

ターの下部組織である中央整備場(インセイン)にて行われる。 

トングアップ近郊の道路冠水 

道路に交差する河川の付近は、標高数メートル以下の低地で

雨期に冠水することがあり、一時通行止めとなる。本年７月にも

大雨により２回の冠水を被っている。 

  

対象道路付近のマーケット(アン) 

アンを含め主要都市にはマーケットがあり、現地の重要な経済

活動拠点の一つとなっている。 

対象道路における住民の近距離移動の様子 

住民が日常的に使用できる公共交通機関は無いため、バイク先

導の乗合タクシーもしくは多くの荷物がある際も徒歩によって移

動している。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

１-１ 当該セクターの現状と課題 

１-１-１  現状と課題 

ミャンマー連邦共和国（以下、ミャンマーと称す）の道路総延長（約 146,000km）の内、舗

装道路（アスファルト舗装またはコンクリート舗装）は全体の約 20%（約 30,000km）であり、

地域住民にとっての各種生活基盤となる基幹道路の整備状況は遅れている。 

また、ミャンマーの道路約 146,000km のうち、建設省の管轄下にあるのは約 27%にあたり、

そのうち舗装道路（アスファルト簡易舗装またはコンクリート舗装）の比率は約 50%である。

なお、ミャンマーの道路においてアスファルト舗装は一般的には見られず、路盤上に表層を施

した簡易舗装が主流となっている。以下の表 １-１.１に、建設省管轄道路の舗装種別ごとの延

長を示す。 

表 １-１.１ 建設省管轄道路の道路延長（2013年 3月現在） 

舗装種別 
道路延長（km） 

比率 
連邦高速道路 地方道路 計 

瀝青舗装道路 12,467 6,683 19,150 48% 

コンクリート舗装道路 654 51 705 2% 

砕石道路 2,092 3,347 5,439 13% 

砂利道路 2,710 3,143 5,853 15% 

土道 1,699 6,155 7,854 20% 

その他 18 763 781 2% 

計 19,640 20,142 39,782 100% 
出所：公共事業局 

本計画対象地のラカイン州は、ミャンマー西部のベンガル湾沿岸に南北に渡って位置してお

り、雨期には豪雨やサイクロンによる脅威にさらされている。同州は、ミャンマーの中でも道

路整備が遅れている地域のひとつである。州東部に隣接するマグウェー管区やバゴー管区へは

アラカン山脈を越える山岳ルートによりアクセスするが、特に雨期においては、州内の至る場

所で豪雨による道路の冠水が発生するとともに、不安定な土壌により土砂災害が発生するなど、

州内の移動のみならず隣接管区とのアクセスも困難になる。そのため同州内においては、物流

の基幹となる主要道路でさえ、劣悪な道路状態のまま整備が遅れている状況であり、既存道路

及び橋梁の早急な改修が喫緊の課題となっている。 

また、ミャンマー国内の主要道路の建設・維持管理を実施している建設省公共事業局は、同

局が保有する道路建設機材の不足や老朽化等の諸問題を抱えており、特に地域開発が遅れてい

るラカイン州においては道路整備の遅れが他の管区・州より顕著な状況である。 
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１-１-２  開発計画 

ミャンマー政府は、2001 年から 2030 年までを実施期間とした 30 年間の道路整備計画

（National Development Plan for 30years；以下”30 年道路整備計画”と称す)を策定し、全国

の道路整備を進めている。 

本計画の中で建設省公共事業局は、道路及び橋梁の開発は国の開発に直接寄与するものと位

置づけており、5 カ年毎の 6 フェーズに分けた計画に基づき、目標年次 2030 年に向けた道路整

備を実施している。 

また、ミャンマーの主要幹線道路においては、Build-Operate-Transfer(BOT)による事業運

営方式が 1996 年に採用され、民間委託による道路の建設・維持管理が実施されている。公共

事業局との BOT 契約下の民間建設会社は、契約期間である 40 年間道路の建設・維持管理を受

け持ち、通行車両からの通行料金を収益源として運営を行っている。現在、公共事業局が管轄

する道路のうち、延長約 17%の区間が BOT 方式により運営中である。 

公共事業局は、上述の 30 年道路整備計画による道路整備事業完了後においては、幅員 48 フ

ィート（約 14.6m）4 車線の国際幹線道路、幅員 24 フィート（約 7.3m）2 車線の主要幹線道

路、及び幅員 12 フィート（約 3.6m）1 車線道路による道路網が整備されるとしている。また、

同 30 年道路整備計画期間内において、現在ミャンマー内において多くみられるすべての木造橋

梁も架け替えるとしている。以下の表 １-１.２に、本開発計画における今後の整備延長及び予

算計画を示す。 

表 １-１.２ 30年道路整備計画 

項目 
上段：整備延長（km）, 下段：予算（百万チャット） 

第 3 フェーズ 
2011 – 2015 年

第 4 フェーズ 
2016 – 2020 年 

第 5 フェーズ 
2021 – 2025 年 

第 6 フェーズ 
2026 – 2030 年

国際幹線道路網整備 9,064 - 9,552 -
375,333.99 - 1,821,153.80 -

道路改修事業 7,172 4,435 - 5,318
1,108,794.39 401,661.62 - 1,113,801.52

新規道路建設 1,684 - - -
350,764.81 - - -

合計 17,920 4,435 9,552 5,318
1,834,893.19 401,661.62 1,821,153.80 1,113,801.52

注：「ミ」国の会計年度は、わが国と同様 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までである。 
出所：Thirty year National Plan of Public Works (Road and Bridges), 26 June, 2012 

本計画におけるラカイン州の整備対象道路（ラカイン州トングアップ～アン道路）は、州内

の南北縦貫道路かつ内陸地域への安定的なアクセスを可能にする道路とされており、国内の主

要幹線道路網を形成するうえで重要な道路と位置付けられている。 

このような背景により、本計画対象道路は、上記 30 年道路整備計画の中でも特に優先的に整

備を進めたいとの方針で、ミャンマー中央政府及び地方政府の意見は一致している。 
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１-１-３  社会経済状況 

（１）ラカイン州の位置づけ 

ラカイン州は、海と山脈に囲まれており他地域からのアクセスが非常に困難な地域であり、

ミャンマーの中でも貧困な州と言われている。一方、ラカイン州の西側はベンガル湾に面して

おり、タンドウェなどミャンマー有数のビーチリゾートとして知られている。ミャウーは遺跡

の街として知られており、州知事によれば将来的に付近をホテルゾーンとして整備することを

考えている。またチャオピュウでは石油とガスの産出を中国とミャンマー資本が共同で行い、

SEZ として整備中である。以上から、ラカイン州は今後の開発の可能性を秘めている地域であ

るとも言える。 

北部はバングラデシュの国境と接しており、2012 年 6 月と 10 月の事件によりイスラム住民

とラカイン族をはじめとした仏教徒住民の緊張関係がラカイン州北部を中心に高まっている。 

 

表 １-１.３ 基本指標のミャンマー全土とラカイン州の比較 

項目 ミャンマー全国 ラカイン州 

人口(2012 年) 約 46,030 千人 約 2,968 千人 

面積 676,000 km2 36,780 km2 

住民の属性 ビルマ族、135 の少数民

族を中心とした多民族国

家 

ラカイン族、チン族、ム

スリム住民等 

成人識字率(2010 年) 90.6% 75.1% 

乳幼児死亡率 

(1000 人当たり)(2011 年) 

12.6 人 11.3 人 

失業率(2010 年) 2% 6.7% 

貧困者率(2010 年) 26% 44% 
出所：「面積」ミャンマー全図(Design Printing Services) 
   ラカイン州における「住民の属性」公共事業局提供資料(添付資料 7－1 参照) 

  「人口」「成人識字率」「乳幼児死亡率」「失業率」「貧困者率」Myanmar Information Management Unit 

 

ラカイン州全体ではコメの生産が農作物の 80%を占めている。その他ゴマ、落花生、ガモン

(噛みタバコの葉)、チップスにするいも等がある。 

チップスなどの加工工場はラカイン州にはなく、マンダレーやヤンゴン等に運んでいる。 

また、海岸に接していることから海産物も特産の一つである。 

前述したように、ラカイン州は海と山で周囲を囲まれた地域であり、他地域への物資輸送手

段が限られている。特に陸上輸送は、山間部を越える必要があり、雨期になると通行が困難に

なる悪路が多く、荷物を積んだトラックなどの通行には適していない。そのためラカイン州で

は海上輸送も多く利用されている。海上輸送は低コストである反面時間を要し、州都シットウ

ェからヤンゴンへは 5～7 日間程度必要となる。ラカイン州は、海に面し海産物が多く取れるが、
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それらを新鮮な状態で他の地域へ輸送するための所要時間が課題となっている。 

また、ラカイン州内の物資輸送においても悪路が陸上輸送活発化を阻んでいる。そのため各

主要都市付近の海岸には桟橋が設けられており、物資の搬入が行われている。 

 

（２）対象道路沿道の社会状況 

整備対象道路はラカイン州中部アンからマエイを通り、トングアップへと南下する約 140km

の道路である。アン及びトングアップは山脈を越えて他の地域へつながる起点となっている。 

 

1） 民族構成、宗教 

沿線住民の約 93%がラカイン族であり、その次にチン族、ビルマ族となっている。ごく少数

ではあるが、カチン族、カレン族、モン族がトングアップの街に居住している(添付資料 7－2

参照)。ラカイン族は仏教徒が多く、対象道路沿線にも仏教寺院が散見された。チン族はキリス

ト教徒が多いとされているが、今回対象道路沿線には居住人数も少ないためか、教会などは見

られなかった。 

 

2） 主要産業 

沿線は山間部のため、ラカイン州の主要産業であるコメは比較的少ない。一方で道路沿線に

はゴムの木が散見された。また、チャオピューへ続く海岸線付近にはマングローブが多く生息

している。マエイ付近の山では「ロイヤルオーキッド」と呼ばれ、ミャンマー国内の学校の卒・

入学式や結婚式などで贈り物として重宝される蘭の卵が採取できる。 

 

3） 社会・福祉サービス 

① 学校施設 

対象道路沿線付近には 33 の小学校、3 の中学校、5 の高校が位置しているおり、学生は計

13,553 人、教師は 520 人在籍している(添付資料 7－2 参照)。 

ラカイン州教育局によると、本年度学校の新規建設・施設増築をラカイン州全土で 220 案件

予定している。対象道路が位置しているアンタウンシップでは計 16 校、そのうち 1 校が高校の

新規建設・増設である。トングアップタウンシップでは計 12 校、そのうち 4 校が中学校、1 校

が高校である。学生達は主に徒歩、自転車、サイカー(自転車の横に人を乗せる椅子がついてい

る乗り物)にて学校へ通っている。 

トングアップには 2012 年 12 月にラカイン州 2 校目となる大学が開校となった。開設学科は

理系 5 学科 (化学、物理、数学、動物学、植物学)と文系 3 学科(ミャンマー語、歴史、地理)が

あり、英語が準科目として開講されている。平日通学する一般学生は約 350 人、土日や休みな

どを中心に学ぶ遠距離学生は約 880 人いる。一般学生の多くはトングアップ出身だが、その他

にタンドウェタウンシップ、チャオピュータウンシップ、マナンタウンシップ、アンタウンシ

ップ、グワタウンシップから通学している。校舎内にはラボラトリー2 つ、語学ラボラトリー1
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つ、コンピュータールーム 1 室、ジム 1 室が教室の他に備わっている。その他校舎外には現在

スタッフ宿舎や水供給のための小規模ダムを建設中である。 

 

大学校舎 コンピューター室 校舎裏に建設中の小規模ダム 

遠方の一般学生はトングアップのユースホステルに滞在しながら通学しており、30,000 チャ

ット／週の費用が掛かる。また、アン―トングアップ間の通学費は片道約 5,000 チャットであ

り、マナン－トングアップとなるとボートと車を乗りつぐ必要があるため片道約 7,000～8,000

チャットの通学費がかかる。ミャンマーにおける 低レベルの賃金は ASEAN Briefing によれ

ば 2,000 チャット／日と言われているため、上記の費用はある程度安定した収入がある家庭し

か支払うことができないと考えられる。 

 

② 保健・医療施設 

対象道路沿線付近には準地方ヘルスセンターが 6 棟、地方ヘルスセンター4 棟、病院が 2 棟

位置しているおり、医師は計 7 人、助産師は 10 人在籍している(添付資料 7－2 参照)。 

ラカイン州保健局によると本年度の予算でラカイン州全土の医療施設新設・増設は 10 案件を

予定している。対象道路付近ではアンタウンシップに準地方ヘルスセンターの新設 3 棟を予定

している。 

対象道路からは少し外れているが、アンには各診療内容の専門医師が配置されている 100 床

ベッドの病院が設置されており、地域住民の重要な医療施設となっている。 

表 １-１.４ アンタウンシップ ディストリクト病院(100床ベッド病院) 

項 目 内 容 

医療従事者及びスタッ

フ 

医師 8 名、看護師 23 名、その他スタッフ 29 名、計 60 名が

勤務 

外来患者 約 20 人／日 

一般的な診察・疾病内容 マラリア、出産、(バイクの)交通事故、事故によるトラウマ、

違法中絶 

重度患者の取り扱い 多くは山を越えマグウェーの病院に連れて行く。 

その際交通費として別途約 100,000チャットが患者負担とな

る。 

電力の有無 自家用発電設備による電力供給。 

夜間患者は別途発電燃料費を負担しなくてはならない。 

100 床ベッド病院として格付けされているが、実際稼働しているのは 75 床程度である。薬品

などの医薬品はシットウェから輸送されてくる。 
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病院外観 分娩室 簡単な処置を行う場所 

 

トングアップの街中には 50 床ベッドのタウンシップ病院が設置されている。 

表 １-１.５ トングアップタウンシップ タウンシップ病院(50床ベッド病院) 

項 目 内 容 

医療従事者 現在医師 7 名(他地域配属の医師を除くと 4 名)、看護師 19 名

外来患者 10~20 人／日 

一般的な診察・疾病内容 一般内科、分娩(通常・特別)、手術、歯科 

重度患者の取り扱い 専門医師が配置されているタンドウェの病院へ送られる。輸

送費は約 50,000 チャットで患者負担となる 

電力の有無 自家用発電設備による電力供給。 

現地の有力者によって形成されている「トングアップ地域開

発委員会」により 24 時間安定して供給されている。 

来年度には 100 床ベッド病院に格上げされる予定である。管轄村数は 20,010 村、管轄人口

は 144,761 人で、施設は分娩室、手術室、入院棟(児童、妊婦、男性、女性)、外来棟、ラボラ

トリー(基本的な血液検査、尿検査等)、レントゲン室、ワクチン貯蔵庫がある。 

病院外観 手術室 歯科治療室 

 

１-２  無償資金協力の背景・経緯及び概要 

ミャンマーには 135 におよぶ民族が居住しており、世界で も民族が多様な国のひとつであ

る。1948 年の独立以降、様々な民族グループは政府に対して積極的支援や、自治権の拡大、完

全独立等を求めて武力闘争を開始させたが、1990 年代以降政府は少数民族との和解を進め、

2011 年 3 月に発足した現政権も民族統一のために少数民族と精力的に停戦合意・和平協定を進

めている。 

本計画の対象となるラカイン州は、バングラデシュに国境を接する辺境地である。主要産業

である農業の生産性は低く、灌漑施設不足、土地使用権問題もあり、同地域の開発は遅れてい
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る。また年間降雨量 6,000mm が雨期に集中し、道路の崩壊、橋の流失も多発し、域内交通は

不便な状態となっている。同北部地域には、バングラディッシュ側からの帰還民も多く生活し、

貧困地域として劣悪な生活環境となっている。 

上述の状況を受けて、ミャンマー政府から、特に帰還民が多くかつ地域開発が遅れているラ

カイン州、ならびにカレン州を対象に、道路整備のための機材整備に係る無償資金協力の正式

要請書が準備され、2012 年 8 月 7 日付で発出された。 

上記要請を背景に、国際協力機構は、平成 24 年度「ラカイン州及びカレン州における道路建

設機材整備計画」に係る準備調査を実施した。一方、昨年 6 月以来ラカイン州では治安が悪化

し、調査期間中に改善に至らなかったことから、昨年 10 月時点でラカイン州は計画コンポーネ

ントから除外され、カレン州のみが事業実施に至った。しかしながら、同州住民の生活改善の

ためには道路整備による地域開発が喫緊の課題であるなか、ラカイン州の 新の治安情勢を踏

まえ、平成 25 年度、新たに本件調査が実施されることとなった。 

本件調査の第一次現地調査において、ミャンマー実施機関である公共事業局より、本計画の

対象道路について、以下に示す 3 つの路線が優先区間として提案された。 

 第一優先区間：トングアップ～アン（約140km） 

 第二優先区間：タンドウェ～ガタインチャン（約182km） 

 第三優先区間：ミンビャ～ポートー（約34km） 

公共事業局からの上記提案を踏まえ、現地確認調査の中で、地域開発の観点から事業の緊急

性、裨益効果等を検証した結果、第一優先区間であるトングアップ～アンの区間が本計画対象

道路として妥当であると結論づけ、対象道路の整備のための機材調達を行うことで公共事業局

の合意を得るに至った。 

１-３  我が国の援助動向 

（１）我が国の援助方針 

我が国は、従来、ミャンマーに対する経済協力については民主化及び人権状況の改善を見守

りつつ、基礎生活分野（BHN）の案件を中心にケース・バイ・ケースで検討し実施してきた。

しかしながら、2011 年以降、政治犯の釈放、テイン・セイン大統領とアウン・サン・スー・チ

ー氏との直接対話、少数民族武装勢力との停戦等の措置がミャンマー政府によってとられたこ

と、ならびに 2012 年 4 月 1 日の議会補欠選挙の結果、アウン・サン・スー・チー氏を含む幅

広い関係者の政治参加が実現したこと等を踏まえて、同時期に我が国の経済協力方針を変更し

た。 

我が国の新たな経済協力方針の下では、ミャンマーの民主化及び国民和解、持続的発展に向

けて、急速に進む同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため、引き続き改革努力の

進捗を見守りつつ、民主化と国民和解、経済改革の配当を広範な同国国民が実感できるよう、

以下の分野を中心に支援を実施することとしている。 

① 国民の生活向上のための支援（少数民族や貧困層支援，農業開発，地域開発を含む）  

② 経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援（民主化推進支援を含む）  

③ 持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援  



1-8 

 

本計画は、上記方針の内、①「国民の生活向上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業

開発、地域開発を含む少数民族や貧困層支援、農業開発、地域開発を含む）」を実施するもので

ある。 

 

（２）我が国の関連支援計画 

本計画と類似している過去の計画を表 １-３.１に示す。 

表 １-３.１  過去の我が国の類似案件 

案件名 
年度 

（事業費） 
実施機関 案件概要 備考 

シャン州北部コーカン地区

道路建設機材整備計画 
（一般無償資金協力） 

2001 年度 
（約 5.84 億円）

少数民族国

境地域開発

省 民族国

境地域局 

① 道路建設機材の調達（主要機

材：モーターグレーダ、振動

ローラ、タイヤローラ、バッ

クホウ、ダンプトラック、ホ

イールローダ等） 

② 機材修理工場の建設 

③ パイロット事業としての道路

改修工事の実施（延長約10km） 

④ 調達機材の運営維持管理及び

施工監理技術向上に係るソフ

トコンポーネント 

改修対象道路総延長

71.64 ㎞ 
内、日本側パイロット

事業対象区間 10.04
㎞、ミャンマー側工事

区間 61.6 ㎞ 

洪水被害対策ノンプロジェ

クト無償 
（ノンプロジェクト無償）

2012 年度 
（約 16 億円） 

農 業 灌 漑

省、建設省

① 道路建設機材の調達（主要機

材：モーターグレーダ、振動

ローラ、タイヤローラ、バッ

クホウ、ダンプトラック、ホ

イールローダ等） 

マグウェー管区、カレ

ン州、バゴー管区、ラ

カイン州、エーヤワデ

ィ管区の道路復旧工事

カレン州道路建設機材整備

計画 
（一般無償資金協力） 

2012 年度 
（約 7.59 億円）

建設省公共

事業局 
① 道路建設機材の調達（主要機

材：ブルドーザ、ホイールロ

ーダ、モーターグレーダ、振

動ローラ、アスファルトディ

ストリビュータ、ラフテレー

ンクレーン、ダンプトラック、

移動式ワークショップ等） 

② 調達機材の運営維持管理技術

向上に係るソフトコンポーネ

ント 

- 機材台帳管理システムの 

導入及び研修 

- パイロット施工の実施研

修（延長 200m） 

改修対象道路総延長

146 ㎞ 
 

 

現在、建設省公共事業局に関係する我が国の支援計画として、表 １-３.２に示すとおり技術

協力プロジェクト、草の根技術協力、緊急開発調査、セクタープロジェクトローン等が実施さ

れている。このうち、セクタープロジェクトローンでは、ラカイン州に対する道路分野の支援

計画として、州内 6 箇所における橋梁の架け替え工事が計画されている。左記 6 箇所の橋梁は、

すべて本計画対象道路の路線上に位置することから、我が国の支援計画が相互に補完すること

により、対象地域における効率的な道路整備支援事業に資することが期待されている。 
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表 １-３.２ 我が国の関連支援計画 

項目 技術協力プロジェクト 草の根技術協力事業 緊急開発調査 
セクタープロジェクト

ローン(SPL) 

案件名 
災害多発地域における

道路技術改善プロジェ

クト 

エーヤワディ・デルタ地

域における雇用促進の

ための労働集約型道路

整備（路面処理）に関す

る人的資源開発事業 

少数民族のための南東

部地域総合開発計画プ

ロジェクト 

貧困削減地方開発事業

（フェーズ 1） 

実施状況 実施中（～2015年8月） 実施中（～2014 年 9 月）
調査完了（～2013 年 8
月） 

実施中（2013年10月～）

計画対象地域 エーヤワディ管区 エーヤワディ管区 カレン州、モン州 全州 

計画内容 
道路建設・維持管理にか

かる技術基準の整備及

び技術者の育成 

労働集約型工事の技術

移転 
地方開発（道路、電力、

水） 
地方開発（道路、電力、

水） 

実施機関 建設省公共事業局 建設省公共事業局 州政府 
建設省公共事業局，電力

省、州政府 

 

１-４  他ドナーの援助動向 

本計画の対象地域となるラカイン州においては、他ドナー・国際機関・国際 NGO による援

助活動は限定的であるが、道路・交通分野においては以下の活動が実施されている。 

表 １-４.１  他ドナー・国際機関の活動内容(道路・交通分野) 

機関名 対象地域 概要 

Bridge Asia Japan 
(BAJ) 

ラカイン州北部 州都シットウェ及び北部地域において、道路・橋梁・水などのイン

フラ整備を継続して支援している。 
なお、上記支援のほか BAJ は、ラカイン州全土を対象にした小学

校建設をコミュニティレベルで進めている。 

UNDP ラカイン州北部(ミン

ビャ、ポートー、ミャ

ウー等) 

仏教徒住民、ムスリム住民双方を巻き込んだコミュニティレベルの

インフラ整備。 
現在までに池の整備、村間をつなぐコミュニティ道路を整備。 

インド ラカイン州北部 州都シットウェから北部インド方面への水運・陸運の輸送力を強化

するため、カラダン川開発を含むインフラ整備を目的とするもの。

インド政府及びミャンマー政府が MOU を結び、事業を進めてい

る。実際の整備はインドの会社が実施しているが、現地ミャンマー

人と共同で行っている。 
ガダラン(シットウェ)→【水路:7 時間～1 日】→パラワン(チン)→【陸

路】→カラワ(チン)→【陸路】→ミゾラン(インド)という経路を整

備中であり、今後 2~3 年の間で完成させる予定としている。 

中国 ラカイン州中部 ラカイン州中部のチャウピューから中国雲南省を結ぶ原油・ガスパ

イプライン事業。パイプラインの一部区間では既に供給を開始して

いる。 
なお、本ガスパイプラインは、本計画対象道路と交差（アンの南約

30km 地点）するが、現地調査の結果、パイプラインの埋設工事は

既に完了していた。 

韓国 ラカイン州～マグウェ

ー管区 
昨年、ラカイン州アン～マグウェー管区ミンブ間道路整備の F/S 調

査を実施。調査は既に完了済みであるが、今後の具体的な事業計画

は立っていない。 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

２-１ プロジェクトの実施体制 

２-１-１ 組織・人員 

本計画の実施機関は建設省公共事業局である。公共事業局の組織のうち、本計画における調

達機材を管轄する部署は計画担当副総裁の下に組織される公共事業局機械部（以下、「機械部」)

である。また、本計画における整備対象道路の建設・維持管理については、建設担当副総裁の

下に組織される公共事業局道路部と橋梁部（以下、それぞれ「道路部」、「橋梁部」)が管轄する

ことになる。 

（１）機械部 

機械部は、公共事業局の建設機材の調達・運用・維持管理を担当しており、人員の配置はミ

ャンマーを南北（上下）2 地域に大別した形となっている。すなわち表 ２-１.１に示す通り、

北部地域はマンダレイ市を拠点とする機械部上ミャンマー事務所、南部地域はヤンゴン市を拠

点とする機械部下ミャンマー事務所がそれぞれ統括している。 

表 ２-１.１ 機械部の地域担当区分 

統括部署と地域 対象州・管区 

機械部・上ミャンマー事務所 
（所在地：マンダレイ市） 
（北部ミャンマー地域を統括） 
 
 

・カチン州 
・サガイン管区 
・チン州 
・マグウェー管区 
・マンダレイ管区 
・シャン州 
・カヤ州 

機械部・下ミャンマー事務所 
（所在地：ヤンゴン市マヤンゴン地区） 
（南部ミャンマー地域を統括） 
 
 

・ラカイン州 
・バゴー管区 
・ヤンゴン管区 
・エーヤワディ管区 
・カレン州 
・モン州 
・タニンダーリ管区 

 

機械部の人員は、基本的に全員が上ミャンマー事務所または下ミャンマー事務所を所属元と

しており、南北地域の管区・州に配属されることになる。すなわち、「ミ」国各地に展開されて

いる整備工場等に配属されている機械部職員は、原則として上記 2 事務所からの出向という立

場にある。 

本計画の対象となるラカイン州については、ヤンゴン市マヤンゴン地区に所在する下ミャン

マー事務所が管轄しており、同じ敷地内には機材管理センター（Mechanical Equipment 

Compound, Lower Myanmar）が併設されている。さらに、下ミャンマー事務所の管轄する機

材管理施設としては同機材管理センターのほか、ヤンゴン市内インセイン地区には重整備工場

としての機能を持つ中央整備工場、ミンガラドン地区には 280,000m2の広大な敷地に機材集積
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スペースを備えるヌエクワイ駐機場等がある。 

以上のような施設を持つ下ミャンマー事務所の機材管理部門は、834 名の職員を擁し、ミャ

ンマー南部地域に配置されている 2,220 台の建設機材を統括管理していることから、本計画に

よる調達機材を運用・維持管理するための組織人員としては十分であると考えられる。 

機械部の組織図、ならびに下ミャンマー機械部からラカイン州に配置されている機械部の組

織図と職員数について、以下の図 ２-１.１及び図 ２-１.２に示す。 

 

 

図 ２-１.１機械部組織図 
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図 ２-１.２ ラカイン州に配置されている機械部組織図 

 

なお、機材管理センター等と同じく下ミャンマー事務所の管轄下である機械訓練センターは、

公共事業局が直営で実施する建設事業のための人材育成を担当しており、メカニックや機材オ

ペレータ等を毎年輩出している。 

（２）道路整備事業担当部署 

公共事業局は、同局が所管するミャンマー道路の建設・維持管理を担当する実行チームとし

て、建設担当副総裁の管轄下にある各部署（道路部、橋梁部、飛行場部、ビルディング部）に

より建設特別ユニットを組織し、ミャンマー全土に展開している。 

ラカイン州の本計画対象道路周辺地域には、以下に示す建設特別ユニットが配置されており、

各々の所掌分担のもとに対象道路整備を進めることになる。なお、整備対象区間の工事は道路

舗装工事が主体となるため、本計画機材引き渡し後においては、上記ユニットのうち、道路建

設特別ユニット No. 8 及び飛行場建設特別ユニット No. 8 が主体的な実施チームとして工事を

担当することになる。 

 

- トングアップ～マエイ間の道路工事 ： 道路建設特別ユニット No. 8（トングアップ）

- アン～マエイ間の道路工事 ： 飛行場建設特別ユニット No. 8（アン） 

- タンルウェ橋（橋長約 200m） ： 橋梁建設特別ユニット No. 8（ミンビャ） 

- 対象区間内のタンルウェ橋以外の橋梁 ： 橋梁建設特別ユニット No. 10（チャオトー）



2-4 

公共事業局のインフラ担当部局としては、道路、橋梁、飛行場、ビルディングの 4 部局から

構成されるが、各部局は専門の分野のみを所掌するのではなく、ミャンマー各管区・各州に本

省から配置されたユニットが横断的にインフラ整備の役割を補完している。すなわち、上記工

事担当分けの通り、アンに配置されているのは飛行場建設特別ユニットであるが、担当地域の

道路建設・維持管理も担当している。 

なお、道路部ほか関係部署を含む公共事業局全体の組織図については、「添付資料 4 討議議

事録(M/D)」の ANNEX 2 に示される通りである。 

２-１-２ 財政・予算 

公共事業局が保有する建設機材の維持管理予算は、図 ２-１.３に示す通り、下ミャンマー機

械部が直接管理する重整備費、及び各地区事務所または建設ユニットが管理する定期整備及び

軽整備に充当する経費に分けられる。定期整備及び軽整備のための維持管理予算としては、ラ

カイン州における道路・橋梁各プロジェクトの事業費の約 2％に相当する金額を予め予算とし

て確保しておき、定期整備・修理等が必要な際にはそこから支出するシステムとなっている。 

公共事業局

公共事業局機械部・下ミャンマー事務所
(Lower Myanmar)

機材維持管理費
(重整備費)

機材維持管理費

(定期整備費)
＋

( 軽整備費)

• 燃料費
• 部品・潤滑油・

消耗品・雑品購
入費

下ミャンマー機械部

人件費
• 給与・手当
• その他

施設整備費
• 施設・設備費
• その他

その他の経費
• 光熱費
• 消耗品費
• 雑費
• その他

公共事業局ラカイン州事務所
(Rakhine State)

出所：公共事業局

各地区事務所または建設ユニット中央整備工場
(Base Workshop)

機材維持管理費 事業費

 

図 ２-１.３ 建設機材の維持管理予算 

本計画調達機材の維持管理（定期整備、現場修理等）にかかる年間費用（「３-５-２運営・維

持管理費」参照）は、上記予算システムにより本計画対象道路事業に対して確保される維持管

理予算の約 19%であることから、本配分方法により十分支出可能と考えられる。 

なお、公共事業局の過去 3 年におけるラカイン州機材整備費の実績を表 ２-１.２に示す。表

中の数値が示すとおり、支出実績は各年度によって大きく異なる。これは、年度ごとに必要と

なった整備費用の実績に基づき支出されたものであり、予め予算枠を決定して配分されたもの

ではないためである。 
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表 ２-１.２ 公共事業局のラカイン州における機材整備費の実績 

単位：百万チャット      

年度 重整備費 定期整備・軽整備費 計 

2011 年-2012 年 159 363 522 

2012 年-2013 年 85 1,416 1,501 

2013 年-2014 年 138 887 1,025 

出所：公共事業局 

また、本計画対象地であるラカイン州全体における公共事業局の道路・橋梁建設予算を表 ２

-１.３に示す。 

表 ２-１.３ 公共事業局のラカイン州における道路・橋梁建設予算の実績 

単位：百万チャット      

年度 自国予算 他ドナー支援 合計 

2011 年-2012 年 13,945 0 13,945

2012 年-2013 年 62,945 0 62,945

2013 年-2014 年 37,506 0 37,506

出所：公共事業局 

本計画によるラカイン州対象道路整備については、上表のようなラカイン州道路建設のため

に割り当てる建設省公共事業局年間予算によって実施される。公共事業局は、対象道路整備に

係る 2017 年度末までの年間投資予算を既に設定しており、道路建設に必要な年間平均予算は

6.2 百万ドルである（総事業費は「３-５-１ 協力対象事業の概略事業費」参照）。一方で、ラカ

イン州の道路及び橋梁建設に係る直近 3 年間の年間平均予算は、上表より約 38 百万米ドルであ

ることから、対象道路の建設費が占める割合は年間 16％程度となり、予算の支出は十分可能と

考えられる。 

２-１-３ 技術水準 

本計画による調達機材の運用・管理は機械部、また整備対象道路の建設・維持管理はラカイ

ン州整備対象地域に配置された各建設特別ユニットが管轄するため、各部署の技術水準につい

て以下に示す。 

（１）機械部 

機械部は、3,000 台以上の多様な建設機械を運用・管理しており、これらの機材を維持管

理するための整備工場、駐機場等の施設も有している。本計画による対象道路整備のための

調達機材は、ヤンゴン市マヤンゴン地区の機材管理センターによって一元管理されることに

なる。 

また、ラカイン州にて本計画調達機材を直接管理するのは、道路建設特別ユニット No. 8

及び飛行場建設特別ユニット No. 8 である。各ユニットには、機材管理担当者が配置されて

いるが、機材管理のための台帳もコンピュータではなく紙での管理が行われているなど、現
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状の管理システムに問題が散見される。これらの状況に鑑み本計画においては、ソフトコン

ポーネントとして、ラカイン州機材管理担当者を対象とした運転維持管理手法（台帳管理）

の改善を図るとともに、調達機材を用いた施工研修の中で台帳管理実習などを実践的に行う

ことにより、効率的に調達機材を管理するためのシステムへの習熟度を深める。 

また、機械部は職員の機材運転・メンテナンス技能向上のため、下ミャンマー事務所及び

上ミャンマー事務所それぞれに機械訓練センターを運営している。 

1) 中央訓練センター 

所 在 地：ヤンゴン市ツワナ地区 

内  容：技師（土木、橋梁、建築、電気、土質等）の訓練及び秘書、会計、大工、左官、

衛生管理等の分野の建設省職員の訓練 

2) 機械訓練センター（北部地域） 

所 在 地：マンダレイ市 

内  容：機械部の技師、メカニック、建機オペレータ、運転手の訓練 

3) 機械訓練センター（南部地域） 

所 在 地：ヤンゴン市インセイン地区 

内  容：北部地域に同じ 

機械部職員の多くは上記訓練施設で各講習や実技訓練等を受講しており、機材操作やメン

テナンス等の基本的な知識や技能は備えている。また、 新式の機材に対しては、機材引き

渡し時に初期操作指導を実施することにより、操作やメンテナンスに必要な技能の習得は可

能と考えられる。 

（２）道路整備事業担当部署 

1） 道路部 

道路部は、建設省が管轄する道路の改良工事を進めている。本計画区間であるトングアッ

プ～アン道路の現況は、12 フィートの舗装がなされている。舗装は、砕石によるマカダム舗

装とアスファルト浸透式舗装が混在している。今後、公共事業局は往復 2 車線への拡幅改良

を計画しており、盛り切り土工と全線に亘るアスファルト浸透式舗装を計画している。アス

ファルト浸透式舗装は、ミャンマー内で一般的にみられる簡易舗装と同じものであることか

ら、道路部の既存技術により十分建設可能と考えられる。なお、本計画対象道路のうち、北

側区間（アン～マエイ間の建設を担当するのは、飛行場部により配置された建設ユニットで

あるが、道路部と横断的に技術を共有している組織であることから、技術的な問題はない。 

2） 橋梁部 

橋梁部は、これまでに多くの橋梁を建設している。橋梁部自らの技術により建設されたミ

ャンマーの橋梁の中で も長大な橋梁としては、橋長 11,575 フィート（約 3,528m）の

Thanlwin 橋（モン州）が挙げられ、それ以外にも橋長 1,000 フィート以上の橋梁が国内に

60 橋以上存在する。本計画の整備対象道路の区間内においては、7 径間橋長 600 フィート（約

180m）程度のベイリー構造であるタンルウェ橋がある。この橋梁は、下部工が健全であるこ
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とから上部工のみをプレートガーター構造の鋼橋とする計画である。他にも小規模な木橋が

存在する。いずれも橋梁部の既存技術により十分建設可能と考えられる。 

２-１-４ 既存施設・機材 

（１）既存設備 

本計画における機材の調達先である下ミャンマー事務所機械部は、以下の機材管理施設を

有している。 

1) 機材管理センター 

所 在 地：ヤンゴン市マヤンゴン地区 

役  割：機械部下ミャンマーの地域本部、部品調達を含む機材及び人員の管理 

2) 中央整備工場(ベースワークショップ） 

所 在 地：ヤンゴン市インセイン地区 

役  割：機材の重整備、部品管理（部品倉庫） 

3) ヌエクワイ駐機場 

所 在 地：ヤンゴン市ミンガラドン地区ヌエクワイ 

役  割：駐機場、建機オペレータの実習訓練場 

4) 各地方に配置されている主な整備工場 

所 在 地：以下の通り。 

- ラカイン州トングアップ（道路建設特別ユニットNo.8） 

- ラカイン州マエイ（飛行場建設特別ユニットNo.7） 

- ラカイン州アン（飛行場建設特別ユニットNo.8） 

- ラカイン州アン（橋梁建設特別ユニットNo.10） 

※本計画においては引き渡し時の駐機場として利用される。 

- バゴー管区パタウン（ピンタ整備工場） 

役  割：各管区・州に配置された機材の管理、定期整備、マイナーな修理等の軽整備 

なお、機械部では、表 ２-１.４に示す通り機材整備レベルを 5 段階に区分し、中央整備工場

（ベースワークショップ）と地方整備工場場（サブワークショップ）の作業所掌について明確

にしている。 

表 ２-１.４ 機材修理・整備の区分 

区分 機材整備・修理の種類 担当 

1 定期整備 

地方整備工場 2 点検・調整 
3 軽整備・修理（クラッチのオーバーホールや部品取替え等） 

4 主要装置の完全分解修理 
中央整備工場 

5 機械の完全分解修理・改造 
出所：公共事業局 

（２）既存機材 

公共事業局が保有する主要機材の概要を以下の表 ２-１.５に示す。同局の全保有機材数は
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3350 台であるが、そのうち 2000 年以前に製造された機材は 2707 台で全体の 80%を占めて

いる。これは、ミャンマーに対する近年までの経済制裁を背景に、予算不足等により適切な

時期における機材更新がなされていないこと等が考えられる。保有機材の中には、1950 年代

製の老朽化したものも含まれているため、機材の更新が必要となっている。 

表 ２-１.５ 公共事業局の現有機材概要 

 機種 
製造年 保有機材台数

（計） 

機材の状態 

2000年前 2000年後 可動中 修理中 修理不可

1 ブルドーザ 167 72 239 183 47 9
2 モーターグレーダ 85 62 147 115 25 7
3 エクスカベータ 52 94 146 134 8 4
4 ホイールローダ 94 47 141 113 22 6
5 ロードローラ 599 142 741 641 63 37
6 コンクリートプラント 26 0 26 23 2 1
7 アスファルトプラント 15 0 15 8 7 0
8 アースドリル 14 8 22 22 0 0
9 バイブロハンマ 15 8 23 22 1 0

10 ブレーカ（ロックドリル） 22 0 22 6 8 8
11 発電機 115 25 140 102 2 6
12 エアーコンプレサ 121 13 134 58 55 21
13 クレーン 115 12 127 115 9 3
14 振動ローラ 76 44 120 84 26 10
15 ダンプトラック 908 84 992 638 217 137
16 トラック 283 32 315 204 59 52

 計 2707 643 3350 2468 581 301
注）骨材プラント、重機運搬車両等は除く。 
出所：公共事業局 

本計画対象路線の工事を担当する飛行場建設特別ユニット No.8（アン）及び道路建設特別

ユニット No.8（トングアップ）では、表 ２-１.６に示すとおり、2013 年 9 月現在、それぞ

れ 16台と 14台の機材が稼働しているが、前者においては 60%、後者では 100%の機材が 2000

年以前に製造されたものであり老朽化が顕著である。さらに、これら稼働中の機材は、上記

各ユニットが管轄する他路線の改良、維持補修に配置されており、本計画対象路線への投入

は困難である。したがって、対象となるトングアップ～アン道路を整備するためには、本計

画による機材調達が必要不可欠となる。 
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表 ２-１.６ 対象路線工事を担当する各ユニットの現有機材概要 

 機種 

飛行場建設
特別ユニット No.8 

（アン）

道路建設
特別ユニット No.8 
（トングアップ） 

保有台数 稼働中 修理中 保有台数 稼働中 修理中 

1 ブルドーザ 1 1 0 1 1 0 
2 モーターグレーダ 1 1 0 - - - 
3 エクスカベータ 2 2 0 - - - 
4 ホイールローダ 1 1 0 2 2 0 
5 ロードローラ 5 5 0 5 3 2 
6 振動ローラ 1 1 0 1 1 0 
7 発電機 - - - 1 1 0 
8 エアーコンプレサ - - - 1 1 0 
9 ダンプトラック 5 4 1 5 3 2 

10 トラック 1 0 1 - - - 
11 ストーンクラッシャ - - - 1 1 0 
12 散水車 - - - 2 1 1 
13 アスファルトディストリビュータ 1 1 0 - - - 

 計 18 16 2 19 14 5
注）2013 年 9 月現在 
出所：公共事業局 

２-２ プロジェクトサイト及び周辺の状況 

２-２-１ 関連インフラの整備状況 

（1）道路状況 

本計画における整備対象道路周辺地域においては、道路インフラを含めすべての基盤インフ

ラが十分に行き届いていない状況である。 

本計画対象区間であるトングアップ～アン間の道路は、ラカイン州を南北に縦貫する幹線道

路のほぼ中央に位置している。当該道路は、東側に位置する南北に連なるアラカン山脈の裾野

を通り、その大半の区間は、比較的緩やかな標高 10～40m 程度の丘陵地を通過している。道路

に交差する河川の付近は、標高数メートル以下の低地で雨期に冠水することがあり、一時通行

止めとなる。公共事業局の現地エンジニアによると、今年 7 月にも大雨により 2 回の冠水被害

を被っている。また、アンの手前 7km 程の区間は、標高 150m 程の山岳地を通過しており、切

土構造となっている。 

本計画対象区間約 140km は、全線にわたって道路幅 6m～9m 程度で構築され、舗装幅は約

3.6m(12 フィート)である。既存舗装における種類別の構成比率は、アスファルト浸透式の簡易

舗装が約 24%、砕石によるマカダム舗装が約 76％である。簡易舗装区間においても路面は平坦

ではなく、多くの箇所において穴や損傷等が見られ、走行性を損ねている。また、マカダム舗

装区間は、砕石のサイズが揃っていないことから、著しい凹凸により走行速度が 20km/h 程度

に低下する。 

対象区間の平面・縦断線形は、平坦地および丘陵地において緩やかであるが、山岳地を通過
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する区間の線形は、曲線半径 30m 程度の小さな曲線が左右に連続し、縦断勾配 10%程度の急

勾配箇所も見られる。図 2-2.1 に、現況の道路横断図を示す。 

 
出所：公共事業局 

図 ２-２.１ 現況道路横断図 

（2）橋梁状況 

本計画対象区間には、中小合わせて 310 か所の橋梁がある。その内 294 橋は、鉄筋コンクリ

ート橋で整備済みである。残る 16 橋は、ベイリー橋あるいは木橋であるが、順次コンクリート

橋への架け替えが計画されている。50m 以上の長大橋は、6 橋あり、そのうち 5 橋は鉄筋コン

クリート橋として整備済みである。残る 1 橋は、トングアップから約 20km の地点にあるタン

ルウェ橋（橋長 600 フィート（約 180m）、7 径間）である。現在は幅員 3.6m のベイリー橋で

あるが、2015 年度予算により公共事業局が鋼橋（プレートガーダー）への上部工架け替え工事

を計画している。図 ２-２.２及び表 ２-２.１に長大橋の位置と概略延長を示す。 

 
出所：調査団作成 

図 ２-２.２ 長大橋位置図 

表 ２-２.１ トングアップ～アン間長大橋一覧表 

番号 名  称 概略延長 備  考 
1 キエシャイ橋 160ｍ 
2 タンルウェ橋 180m 現況ベイリー橋 
3 サリピン橋 50m
4 ラム橋 150m
5 マエイ橋 280m
6 アン橋 180m

出所：調査団作成 
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これらの橋梁は、道路交通の重要施設である。1 か所でも構造の損傷によって通行止めとな

った場合、路線船体の交通機能が停止してしまう事態が懸念される。このことから道路整備と

伴に橋梁の点検により常に良好な状態に保つ維持管理業務も合わせて行うことが望まれる。 

２-２-２ 自然条件 

ミャンマーはモンスーン地帯に属し、10 月下旬から 3 月までの乾期、4 月と 5 月の酷暑期、

及び 6 月から 10 月中旬までの雨期の 3 つの季節に分かれている。 

また、ミャンマーは地震やサイクロン等の災害被害も多く、特に、ベンガル湾に面している

本計画対象地のラカイン州は、南に隣接するエーヤワディ管区と共に毎年サイクロンの直撃被

害を受けている。 

２-２-３ 環境社会配慮 

本計画は機材調達であり、影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に

該当せず、環境への望ましくない影響は 小限であると判断される。 

本計画にて調達された機材を使用して行う道路整備の際には、ミャンマーの法令に従い実施

される。ミャンマーは現在、事業実施の際に行うべき環境配慮に係る調査等を記した法令を整

備中である。 

また、ラカイン州現地調査の結果、対象道路のほぼ全区間において、公共事業局が本計画で

整備予定の 2 車線簡易舗装道路のための道路用地を確保していることを確認した。なお、ミャ

ンマーの現行手続きとして、道路整備の際に農地や住民の土地が影響を受ける場合は、公共事

業局から州政府へ土地確保の要請をあげ、州政府が土地収用の対応を行うこととなっている。 

２-３ その他（グローバルイシュー等） 

ラカイン州は 2012 年 6 月と 10 月に発生したムスリム住民とラカイン族を中心とした仏教徒

住民との争いにより、一時外国人の退避が命じられる程の治安悪化が見られた。この騒動はラ

カイン州を越え、マンダレイ管区のメティラやバゴー管区へも飛び火した。 

一連の騒動により、ラカイン州のシットウェ以北を中心に国内避難民が大量に発生し、ミャ

ンマー中央政府、州政府、国連機関、NGO などが協力支援を行ってきた。現在情勢としては比

較的落ち着いているが、以前両者間の緊張関係は高い状態である。 

本案件が円滑に実施されるには治安状況の安定が必須状況であり、将来的なリスクも踏まえ

る必要がある。 

(1) 対象道路付近の状況 

第一優先道路が位置しているアンタウンシップ、トングアップタウンシップにはムスリム住

民(州政府は「ベンガリ」と呼ぶ)はおらず、ラカイン族、チン族が多数を占めている。 

第二優先道路は、沿線付近にはいないものの、タンドウェタウンシップにはムスリム住民が

生活しており、街の中心部にはモスクも存在している。また、UNOCHA によれば、2013 年 7
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月末頃、比較的小規模ではあるが家が焼かれるなどの事件がタンドウェで発生した。そして 10

月 1 日にはタンドウェにてムスリム女性が殺害され、家屋が焼かれる事件が発生した。 

第三優先道路沿線はラカイン族のみ居住しているようだが、ポートータウンシップには国内

避難民キャンプが今でも設置されている。 

(2) キャンプ内外の状況 

事件の発生当初、被害を受け住む場所がなくなってしまったラカイン族を中心とした仏教徒

住民とムスリム住民は別々のキャンプにて生活を送っており、現在もその状況は続いている。

しかし実情としてはラカイン族中心とした仏教徒住民のキャンプはほぼ解散しており、政府が

新たな場所に住居を与え、そこに移り住んでいる。 

州知事によると、政府はキャンプ内にはクリニックや学校などを建設し、キャンプ住民の生

活を後押しする計画がある。しかしながら、UNHCR によれば、計画があるのは把握している

ものの実際施設が建設されても教師や医療従事者が配置されない可能性が高い。配置されたと

しても、ムスリム住民の国内避難民キャンプ内にてミャンマー人教師や医療従事者の身の安全

を守るのは難しい状況の様である。そのため WHO によれば、キャンプにて医療サービスを提

供しているのはほぼドナー機関や NGO が用意した医療従事者であり、ミャンマー政府による

医療従事者はほんのわずかとのことである。 

また、キャンプ内にも住民間で格差が生じている。キャンプ内の住民は基本的にキャンプ周

辺のムスリム住民の村々まで移動が許されており、長距離の移動は禁止されている。そのため

付近の川で魚を捕ったり、野菜などを収穫したりする等、生活は苦しく、ドナー機関や NGO

等の支援により生活を維持している状態である。そのため、少しでも現金がある場合は、ボー

トにてマレーシアなどの国外脱出を試みる住民も少なくない。以前はボート代が約 500 米ドル

であったようだが、 近は大型船が行き来しはじめ、料金も 300 米ドル程度となっている。 

UNHCR によれば、キャンプ外においてムスリム住民の村を包囲する等の圧力を政府ではな

く Rakhine National Development Party (RNDP)がラカイン住民をたきつけて行っていると

の報告もあるとしている。一方で、現地で活動している NGO である BAJ によるとシットウェ

にある大学には付近にムスリム住民の村があるため、付近の通学を不安視するラカイン族の声

も上がっている。 

(3) 騒動をめぐる各ステークホルダーの動向と政治的な関わり 

ミャンマー政府は依然としてイスラム住民に市民権を与えることに慎重になっており、国際

社会から圧力を受けている。一方多数が仏教徒であり、反イスラム住民感情が高まっている国

民に対して、政府がどのようにイスラム住民へ対応するかは、2015 年の選挙に大きく影響する

ものと考えられている。政府は板挟みとなっており、野党も含め 2015 年までは、この騒動に

おける大きなコミットメントは見られないのではないかと考えられている。また、ラカイン州

の地域政党 RNDP がイスラム住民に対して圧力をかけているとの報告もある。 

一方、ラカイン州現地住民や州政府は国際機関に対して「イスラム住民への支援ばかり」と

いう感情を抱いているのも事実である。バングラデシュとの国境線を接し、住民の多くがムス

リムであるマウンドウタウンシップでは、 近 UNHCR のマウンドウ駐在スタッフが現地当局

(トップはビルマ人)から退去を命じられたとの報告もある。国際機関職員の移動制限も以前より
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厳しくなっており、現地ではどちらか片方に肩入れした支援は、住民感情を逆立てするきっか

けとなってしまうと懸念する声もある。 

本件調査における国際機関や NGO 職員からのヒアリングによると、現地住民、特に家族や

家、財産などを奪われ国内避難民キャンプにて生活を送っている仏教徒住民、ムスリム住民に

とっては、互いに対する信用を一切失った状態であり、双方が居住地域を別にして生活を送っ

ている。そのような生活環境下、双方が相手に対して持つ悪印象は払拭されず、負の噂が肥大

し更なる不信感を招いている状態である。その背景には、慢性的な貧困生活が大きく関係して

おり、住民が日々感じている様々な不満が、騒動として形に表れてしまったのではないかと考

えられている。そのため UNOCHA は、この騒動の解決には緊急的な人道支援と共にラカイン

州全体の地域開発に対しても支援を行っていく必要を強調している。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

３-１ プロジェクトの概要 

３-１-１ 上位目標とプロジェクト目標 

ミャンマーの道路総延長（約 146,000km）の内、舗装道路（アスファルト舗装またはコンク

リート舗装）は全体の約 20％（約 30,000km）にとどまっている。 

そのような状況の下、ミャンマー政府は、2001 年から 2030 年までを実施期間とした「30 年

道路整備計画」を策定し、整備目標を達成するために全国の道路整備事業を進めている。本事

業を主導する建設省は、「国家の発展は道路と橋梁の整備に直接依存する」としたうえで、既存

道路の改修、新規道路の建設、国際幹線道路の整備推進を基本目標としており、目標年次まで

の計画に従い同省公共事業局が中心的な役割を果たしている。 

本計画は、こうした上位目標の達成に貢献するため、ミャンマーの中でも特に開発が遅れて

いるラカイン州において道路建設機材を整備し、辺境地域の基幹インフラである主要道路整備

の促進を図ることにより、計画対象地域における地域開発が進むことを目的としている。これ

により、対象地域において重要な社会基盤の一つである州内主要道路が確保され、社会経済の

活性化及び住民生活の向上が期待される。 

３-１-２ プロジェクトの概要 

上記のプロジェクト目的を達成するため、本協力対象事業は、整備対象道路となるラカイン

州トングアップ～マエイ～アン間を結ぶ延長約 140km の南北道路（巻頭のサイト位置図参照）

の整備促進を狙い、ミャンマー実施機関である公共事業局が直営で工事を行うために必要な建

設機材の調達を行うとともに、機材を効率的に運営・維持管理するための支援の一環として、

「3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画」に詳述するソフトコンポーネント活動を実施するもので

ある。 

以下に、本計画における調達機材を示す。 
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表 ３-１.１ 本計画調達機材 

  機材名 調達数量 建設機材優先度注）

1 橋梁点検車 1 A 

2 モーターグレーダ 2 A 

3 エクスカベータ（クローラタイプ） 2 A 

4 ホイールローダ 2 A 

5 エクスカベータ（ホイールタイプ） 2 A 

6 ブルドーザ 2 A 

7 シープフットコンパクタ 2 A 

8 タンデム型振動ローラ 4 A 

9 アスファルトディストリビュータ 2 A 

10 アスファルトケトル 2 A 

11 移動式ワークショップ 2 A 

12 散水車 2 B 

13 ダンプトラック 12 B 

14 キャブバッククレーン 2 B 

15 低床セミトレーラ（トラクターヘッド付） 1 B 

16 自走式クラッシャ 2 B 

17 安全管理・施工管理車両 2 B 

18 アスファルトスプレイヤ 10 B 

19 デスクトップコンピュータ 2 - 

20 データベースソフトウェア 1 - 
注）表中の優先度 A は、整備対象道路の工事及び維持管理のために 低限必要な機材を表し、優先度 B は、 

工事の効率と品質を向上させるために有効な機材を表す。 

３-２ 協力対象事業の概略設計 

３-２-１ 設計方針 

（１）機材の選定方針 

本計画における調達機材の選定にあたっては、本計画の対象路線となるラカイン州トングア

ップ～アン間を結ぶ延長約 140km の道路（巻頭のサイト位置図参照）において、公共事業局が

簡易舗装工事及び拡幅工事を実施するために必要となる機材構成とする。 

また、調達機材の構成を検討するにあたっては、以下に挙げる条件を基に、本計画対象地で

あるラカイン州の現地状況を踏まえ、機種、仕様及び数量を決定する。 

 

 対象道路周辺地域の地理的条件、土質、気象条件 

 対象道路の現状 

 公共事業局による対象道路工事の工種、工法、工事規模及び実施スケジュール 

 機材の受入・運用・維持管理体制（組織、人員、施設・設備、予算）の整備状況 

 公共事業局の既存機材の内容と状況 
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 港湾施設・設備の整備状況等、機材の輸入に係るミャンマーの諸事情 

 機材の国内輸送に係る輸送経路、重量制限等の諸条件 

 機材引き渡し後のアフターサービス等に係る現地の民間業者の現状と体制件 

（２）自然環境条件に対する方針 

本計画対象地は、例年 10 月～3 月が乾期、4 月～9 月が雨期であり、年間降雨量約 5,000mm

のほとんどは雨期に集中している。このような自然条件のもと、舗装工事における主要工種に

ついては、品質管理の観点から雨期の間の施工が望ましくないことから、乾期の開始とともに

速やかに整備対象道路の工事に着手できるような機材調達計画を行う。 

以下に、計画対象地域であるラカイン州トングアップにおける過去 5 年（2007～2011 年）

の平均降雨量及び平均気温を示す。 

 
出所：Department of Meteorology and Hydrology, Myanmar の気象データより調査団作成 

図 ３-２.１ ラカイン州対象地域の気象データ 

（３）建設事情／調達事情に対する方針 

ミャンマーにおいては、道路管理者である建設省公共事業局が直営で道路整備を行うのが一

般的である。本計画対象道路においても、実施機関である公共事業局が自前で予算、人員、建

設材料等を投入して道路整備を実施することになっていることから、直接の実施担当部署であ

る同局道路部及び橋梁部の事業実績、予算配分等を勘案のうえ、整備対象道路の工事コンポー

ネントの妥当性を確認する。 

（４）現地業者の活用に係る方針 

前項「建設事情／調達事情に対する方針」に述べた通り、ミャンマーにおいては建設省公共

事業局が直営で道路整備を行うのが一般的である。 

整備対象地域の付近には採石場も複数存在していることから、路盤砕石等の工事材料につい

てもすべて公共事業局により現地調達される。 

（５）運営・維持管理に対する対応方針 

本計画調達機材の初期操作指導ならび運転維持管理方法に関する指導については、機材引渡

し時にメーカー指導員が運転維持管理マニュアルにしたがって OJT(実地訓練)にて行うことを

(℃) (mm)

(月) 
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基本とする。また、これらの指導に加え、機材引渡し後においても継続的な機材の運営・維持

管理を行えるよう、コンピュータによる効率的な機材管理システムの導入を目的としたソフト

コンポーネントを計画する。 

（６）機材のグレードの設定に係る方針 

上述した各方針、並びに整備対象路線における現地調査の結果等を踏まえ、本計画調達機材

の仕様、数量等を設定するにあたっての前提条件を以下に示す。 

 

 対象路線の総延長は、ラカイン州中部の主要都市トングアップとアンとを結ぶ 140 ㎞

区間とする。 

 本計画整備事業の工事対象期間は 3 年とする。 

 対象道路は山間の平野部を通っており、掘削作業はエクスベータ、ブルドーザ等の一

般機種で対応が可能である。 

 工事内容は、対象道路の簡易舗装及び拡幅工事が主体となる。 

 雨期（5 月～10 月）になると工事が困難となり、作業が可能な月数は 6 ヶ月/年とす

る。 

 公共事業局は、対象路線において調達機材で構成する 2 班編成による工事を計画して

いる。工事は対象路線の両端に位置するトングアップとアンに拠点を置く、道路建設

特別ユニット No.8（トングアップ）と飛行場建設特別ユニット No.8（アン）が実

施する計画である。 

 公共事業局は、対象道路全線の簡易舗装について、1 車線から順に、1.5 車線、2 車線

へと順次拡幅する計画である。 

 

以上の条件を考慮した結果、本計画調達機材の構成は、一般土木工事用建設機材と簡易舗装

用機材を中核とし、その他、橋梁点検車、現場における機材の整備に要する移動式ワークショ

ップ、現場で機材の移動に必要なトレーラ等のバックアップ用機材を加えることにより、対象

路線の工事に 低限必要となる組合せとする。 

 

（７）工期に係る方針 

当該整備区間であるトングアップ～アン間約 140km の 2013 年 9 月現在の道路現況は、道路

幅員 6m～9m が構築され、その舗装幅員は、約 3.6ｍとなっている。その舗装構造は、アスフ

ァルト浸透式簡易舗装が約 24%、砕石によるマカダム舗装が約 76%となっている。 

公共事業局は、当該区間の道路改良 30 年計画を立案している。これによると、下記に示す

ように三段階に分けて工事を実施し、段階ごとに整備効果が発現する計画となっている。 

 

① 第一段階：全線に亘り舗装幅 3.6m（1 車線道路）のアスファルト浸透式簡易舗

装を実施する。 

② 第二段階：道路幅員を 12m に拡幅するとともに、舗装幅を 5.4m に拡幅し、す

れ違い交通をスムーズにする。 

③ 第三段階：舗装幅を往復 2 車線道路の 7.2m に拡幅する。  
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本計画機材引き渡し予定の 2015年度から 2017年度までの 3年間における工事は、上記第二、

第三段階の整備を行う予定である。この整備は、トングアップに拠点を置く公共事業局道路建

設特別ユニット No.8 とアンに拠点を置く同局飛行場建設特別ユニット No.8 の 2 か所の工事事

務所によって行われる。 

表 ３-２.１にトングアップ～アン間の工事工程を示す。また、表 ３-２.２に 2015 年当初と

2017 年末の整備状況を示す。さらに表 ３-２.３に 3 年間の概算主要工事数量を示す。 

 

 表 ３-２.１ トングアップ～アン間道路整備計画工程 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

トングアップーマエイ L=68.8km

3.6mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装工

雨期冠水地盛土工

5.4mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装工

土工拡幅工

3.6m→5.4m拡幅部ｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装工

予算（百万チャット） 1,594.8 3,820.0 4,362.5 600.0 800.0

アンーマエイ L=66.6km

3.6mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装工

3.6m→5.4m拡幅部ｱｽﾌｧﾙﾄ簡易舗装工

3.6mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易表層舗装工

土工拡幅工

5.4m→7.2m拡幅部路盤工

5.4mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易表層舗装工

3.6m→7.2mｱｽﾌｧﾙﾄ簡易表層舗装工

予算（百万チャット） 2,085.8 2,958.2 4,657.5 7,354.7 1,114.5

予算合計（百万チャット） 3,680.6 6,778.2 9,020.0 7,954.7 1,914.5

17.4km                16.0km

7.6km            

12.0km          

4.0km                 4..8km 6.4km

4.0km                 4..8km 6.4km

27.4km                30.8km

66.6km          

8.2km          

66.6km          

66.6km          

12.8km                12.8km

8.0km           

工種
年度

 
注）ミャンマーの会計年度は、我が国同様、４月から翌年の３月までである。 
  毎年 5 月から 10 月までは雨期にあたるため、道路工事は原則実施しないものとする。 

出所：公共事業局開発 30 年計画より調査団作成 
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表 ３-２.２ トングアップーアン間道路整備状況 

工 種 2015 年度当初 2017 年度末 

トングアップーマエイ間 
土工 W=6～9m W=12m      27.2km (40%) 

W= 8m       41.6km (60%) 
舗装 
 

ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=3.6m 56.8km(83%) 
砕石マカダム W=3.6m 12.0km(17%) 

ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=5.4m 27.2km(40%) 
              W=3.6m 41.6km(60%)  

アンーマエイ間 
土工 W=6～9m W=12m      66.6km (100%)  

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=3.6m 66.6km(100%) 
 

ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=7.2m 8.0km(12%) 
              W=5.4m 58.6km(82%)  

トングアップーアン間 
土工 W=6～9m W=12m      93.8km (69%) 

W= 8m       41.6km (31%) 
舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=3.6m 123.4km(91%)

砕石マカダム W=3.6m  12.0km(9%) 
ｱｽﾌｧﾙﾄ浸透式 W=7.2m  8.0km( 6%) 

W=5.4m 85.8km(63%) 
              W=3.6m 41.6km(31%)  

 

 

 

標準横断図 

 

 

  

 

表 ３-２.３ 概算主要工事数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トングアップーマエイ間 L=68.8km

年度 幅 延長 As簡易舗装 砕石舗装 合計 盛土高 盛土幅 土量(m3) 備　　　考
As簡易舗装 上層路盤 下層路盤 ｍ ｍ ｍ

2012（現況） 23,400 45,400 68,800

2013-2014 3.6 17,400 62,640 73,080 83,520 40,800 28,000 68,800 3.6m砕石→3.6mAs簡易舗装
2014-2015 3.6 16,000 57,600 67,200 76,800 56,800 12,000 68,800 3.6m砕石→3.6mAs簡易舗装

5.4 12,000 64,800 72,000 79,200 68,800 0 68,800 1.5 4.0 72,000 3.6m砕石→5.4mAs簡易舗装

1.8 4,000 7,200 9,600 12,000 1.5 4.0 24,000 3.6→5.4ｍAs拡幅簡易舗装
2016-2017 1.8 4,800 8,640 11,520 14,400 1.5 4.0 28,800 3.6→5.4ｍAs拡幅簡易舗装
2017-2018 1.8 6,400 11,520 15,360 19,200 1.5 4.0 38,400 3.6→5.4ｍAs拡幅簡易舗装

舗装面積（m2） 92,160 108,480 124,800 163,200

舗装材量（m3） 7,023 16,532 28,529

アンーマエイ間 L=66.6km

年度 幅 延長 As簡易舗装 砕石舗装 合計 盛土高 盛土幅 土量(m3) 備　　　考
As簡易舗装 上層路盤 下層路盤 ｍ ｍ ｍ

2012（現況） 8,400 58,200 66,600

2013 3.6 27,400 98,640 35,800 30,800 66,600 3.6m砕石→3.6mAs簡易舗装
2014 3.6 30,800 110,880 66,600 0 66,600 3.6m砕石→3.6mAs簡易舗装

1.8 66,600 119,880 159,840 199,800 3.6→5.4ｍAs拡幅部As簡易舗装

3.6 8,200 29,520 3.6mAs表層舗装のみ施工

1.8 66,600 159,840 199,800 1.5 4.0 399,600
5.4→7.2ｍAs拡幅簡易舗装
8m→12m盛土拡幅

5.4 12,800 69,120 5.4m表層舗装のみ施工
5.4 12,800 69,120 5.4m表層舗装のみ施工
3.6 8,000 28,800 3.6→7.2ｍAs拡幅部As簡易舗装

舗装面積（m2） 316,440 319,680 399,600 399,600

舗装材量（m3） 24,113 48,719 91,349

トングアップーアン間 135.4km

舗装面積（m2） 408,600 428,160 524,400 土量（m3） 562,800

舗装材量（m3） 31,135 65,252 119,878

土工事

3年度合計

3.6m舗装出来形

3.6m舗装出来形
面積（㎡）

2015-2016

面積（㎡）

3年度合計

3年度合計

2016-2017

2017-2018

2015-2016

全線簡易舗装

3.6m完了

全線簡易舗装

3.6m完了

土工幅員

8m  12m拡幅
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３-２-２  基本計画 

（１）全体計画 

本計画調達機材の引渡し場所については、ラカイン州対象道路地域周辺を念頭に、公共事業

局関連施設を対象として検討を行った。同局との協議及び現地調査の結果、以下の引渡し場所

が 適であると結論づけた。 

 

1） 公共事業局道路建設特別ユニット No.8（トングアップ） 

ラカイン州トングアップに配置され、トングアップ‐マエイ道路を含む周辺道路の建

設・維持管理を担当している。同ユニットへの引き渡し場所は以下の通り。 

 機材本体：道路建設特別ユニット No.8 の事務所に隣接する機材駐機スペース 

 スペアパーツ：道路建設特別ユニット No.8 が保有する保管庫 

2） 公共事業局飛行場建設特別ユニット No.8（アン） 

ラカイン州アンに配置され、アン‐マエイ道路を含む周辺道路の建設・維持管理を担当

している。同ユニットへの引き渡し場所は以下の通り。 

 機材本体：橋梁建設特別ユニット No.10 の事務所に隣接する機材駐機スペース 

 スペアパーツ：飛行場建設特別ユニット No.8 が保有する保管庫 

 

以下の図 ３-２.３及び図 ３-２.２に、引渡し場所の位置図及びレイアウト図を示す。 

 
出所：調査団作成 

図 ３-２.２ 機材引き渡し場所位置図 

ラカイン州 

機材引き渡し場所 
（橋梁建設特別ユニット No.10）

内陸輸送距離 

ヤンゴン～引き渡し場所：約 670km 

機材引き渡し場所の座標 
N 19°45′39.3″,  E 94°01′49.9″

スペアパーツ引き渡し場所の座標 
N 19°45′51.8″,  E 94°02′14.4″

シットウェ 

アン

マグウェ

トングアップ

ピィ

アン周辺図 
スペアパーツ引き渡し場所 
（飛行場建設特別ユニット No.8）

トングアップ周辺図

引き渡し場所 
（道路建設特別ユニット No.8） 

至トングアップ 

至ピィ

 

引き渡し場所の座標 
N 18°51′30″,  E 94°15′26″ 

内陸輸送距離 

ヤンゴン～引き渡し場所：約 420km 

至タンドウェ

至マエイ 
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出所：公共事業局 

図 ３-２.３ 機材引き渡し場所のレイアウト図 

 

① 引き渡し場所（トングアップ）レイアウト図 

② 機材引き渡し場所（アン）レイアウト図 

③ スペアパーツ引き渡し場所（アン）レイアウト図 

約 1,950m2 

約 1,200m2 

保管予定場所 
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（２）機材計画 

本計画における調達機材は、ラカイン州整備対象道路の簡易舗装及び拡幅工事を施工するた

めの主要機材として、ブルドーザ、掘削・積込機械、締固め機械、アスファルト散布機、運搬

車両等、土木工事用の一般的な機材に加え、現場において機材のメンテナンスを行うための移

動式ワークショップ、橋梁保全管理のための点検車両等で構成することとし、各機材の数量及

び基本仕様を検討するにあたり以下に挙げる条件を前提とする。 

 対象道路の改修工事を効率よく行える装備と作業能力があること。 

 対象道路の改修工事を効率よく行える数量であること。 

 工事現場の諸条件に適した大きさと重量であること。 

 安全な運転操作ができること。 

 健康に負担を強いられない環境で運転操作ができること。 

 気候条件等、工事現場の自然環境に適した仕様であること。 

 機材の維持管理に関し、費用が極端に負担とならないこと。 

 機動性があること。 

 

以上を勘案し適切と判断される機材の内容（基本仕様、調達数量、使用目的）及びその仕様

選定理由について、以下の表 ３-２.４に示す。 
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表 ３-２.４ 本計画調達機材の仕様、設定理由、目的 

No. 機材名 基本仕様 
数量 
（台） 

使用目的（上段） 
仕様設定理由（下段） 

1 橋梁点検車 デッキ積載荷重: 200 kg 
デッキ 大地下深さ: 5.5 m
以上 
デッキ 大地上高: 6 m 以上 

大作業半径: 5.5 m 以上 

1 橋梁の点検作業 
道路維持管理の一環として、橋梁の現

状を把握し、異常及び損傷を早期に発

見するために使用する機材である。橋

梁の側面や下面に回り込み、無足場

で、点検・補修作業が安全に行える仕

様とする。 
2 モーターグレー

ダ 
運転質量: 14,000kg 以上 
エンジン定格出力: 130kW
以上 
ブレード長: 
3,700-4,100mm 
ブレード高: 500-800mm 

2 路床、路盤材等の敷均し、整地 
路床の整形、路盤材の敷き均しなどは

平坦性が求められる作業となること

から、対象道路の幅員に対応したブレ

ード幅と対象作業に対応した出力を

持つ仕様とする。 
3 エクスカベータ

(クローラタイ

プ) 

運転質量: 19,000~26,000 
kg 
エンジン定格出力: 100kW
以上 
バケット容量: 0.8m3以上 

2 地山の掘削、積込み、撤去 

既存道路幅員拡張のため、地山の掘

削、盛土材の採集が主な作業となるこ

とを考慮し、汎用性のある長さのブー

ムを装備した掘削機とする。 

4 ホイールローダ 運転質量：16,000 kg 以下 
エンジン定格出力: 115kW
以上 
バケット容量:2.4m3（山積）

以上 
積込寸法 
ダンピングクリアランス：

2,600mm 以上 
ダンピングリーチ：

1,000mm 以上 

2 材料集積場での集積、積込み作業 

盛土材の集積及び積込みが主な作業

となるため、ダンプトラックの規模と

の整合性を考慮した仕様とする。 
 

5 エクスカベータ

(ホイールタイ

プ) 

運転質量：16,500 kg 以下 
エンジン定格出力：90 kW
以上 
バケット容量: 0.5 m3以上 

大掘削深さ：4,800mm 以

上 

2 側溝の掘削、積込み、撤去など 
側溝の掘削等の小規模の掘削作業に

用いることを考慮した仕様とする。 

6 ブルドーザ 運転重量: 27,000 ~29,000 
kg 
エンジン定格出力：165 kW
以上 
ブレード幅：3,700mm 以上 
ブレード高さ：1,400mm 以

上 

2 掘削、運土、敷均し、排土、整地、転

圧など 
盛土材の採集・集積、幅員拡張のため

の地山の掘削・押土が主な作業となる

ため、リッパ付で掘削・押土作業に充

分な出力を持つ仕様とする。また、盛

土材の敷き均し・締固め等にも使える

運転重量とする。 

7 シープフットコ

ンパクタ 
運転質量：10,000 kg 以上 
エンジン定格出力：80kW 以

上 
起振装置 
振動数：28/30Hz 以上 
起振力： 150/200 kN 以上 

2 路床、路盤材の締固め・転圧 
路床、路盤材の締固め作業に用いる。

シープフットとフラットロールの機

能があり、25 t クラスのマカダムロ

ーラと同等の転圧性能を持つ仕様と

する。 
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No. 機材名 基本仕様 
数量 
（台） 

使用目的（上段） 
仕様設定理由（下段） 

8 タンデム型振動

ローラ 
運転質量：7,000 kg 以上 
エンジン定格出力：50kW 以

上 
起振装置 
振動数：50/67Hz 以上 
起振力: 60/68 kN 以上 

4 路床、路盤材等の締固め、転圧、 
舗装表層の転圧 
路床、路盤材の締固め・転圧、及び舗

装表層の転圧に用いることを考慮し

た仕様とする。 

9 アスファルトデ

ィストリビュー

タ 

タンク容量：4,000   
エンジン定格出力：115kW
以上 
アスファルト・ポンプ吐出

能力： 300 ／分以上 
散布幅：3,600mm 以上 

2 アスファルト・乳剤等の散布 

アスファルトを効率良く、且つ、施工

品質を一定に確保するため、散布幅を

一車線 2 回散布とし、散布幅及び散

布量の調整が容易で機動性を考慮し

た仕様とする。 
10 アスファルトケ

トル 
タンク容量: 3,000  
アスファルト移送ポンプ 
吐出能力: 100 ／分以上 

2 アスファルトの加熱、溶解 
アスファルトディストリビュータに

供給するブロンアスファルト材（アス

ファルトの塊）の加熱・溶解に不可欠

な機材。アスファルトの搬送効率及び

アスファルトディストリビュータと

の整合性を勘案し、設置式ではある

が、移動が可能な可搬型及び容量とす

る。 
11 移動式ワークシ

ョップ 
車両：4 輪駆動トラック、ク

レーン付 
エンジン定格出力：115kW
以上 
クレーン 大吊上総荷重：

3,000kg 
機材整備用機器・工具類： 
(1) ディーゼルエンジン駆

動発電機・溶接機 
(2) 電気溶接用機器・工具一

式 
(3) ガス溶接用機器・工具一

式 
(4) その他工具類 

2 機材の出張修理・整備 
機材が故障した現場への出張修理や

工事現場における定期整備の実施は

機材の効率的な運用に不可欠な要素

である。工事現場における機材の整備

作業を容易にするため、機材の仕様

は、機動性のある 4 輪駆動トラック

をベースとし、機材の整備作業に必要

な機器及び工具類を装備した構成と

する。 

12 散水車 車両総質量: 23,000 kg 以下 
積載質量: 10,000   
エンジン定格出力：150 kW
以上 

2 盛土材、路盤材等の含水比調整、散水

清掃、防塵のための散水など 
盛土材・路盤材等の締固め・転圧時に

適切な散水を行える機能と機動性を

有し、作業現場の状況を勘案したタン

クの容量及び車両の仕様とする。ま

た、現場練りコンクリート等の給水車

としての機能も備えた機材とする。 
13 ダンプトラック 車両総質量: 26,000 kg 以下

積載質量：14,000kg 
エンジン定格出力：190 kW
以上 

12 掘削土・盛土材、砕石等の搬送 

主な使用目的は、掘削土、路盤材及び

舗装材等の運搬である。対象道路の土

工量及び作業現場の状況を勘案し、効

率化を図るため、10m3, 14 t クラス

の仕様とする。 
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No. 機材名 基本仕様 
数量 
（台） 

使用目的（上段） 
仕様設定理由（下段） 

14 キャブバックク

レーン 
車両総質量：25,000kg 以下

（クレーンを除く） 
積載質量: 10,000kg 
エンジン定格出力：190 kW
以上 

大吊上げ荷重: 3,000kg 

2 資機材の積込み、積み降ろし、搬送 
道路工事用資機材の積込み・積み降

し、及び運搬に適した仕様とする。 
 

15 低床セミトレー

ラ 
(トラクターヘッ

ド付） 

(1) 低床セミトレーラ 
積載質量： 30,000kg 
荷台寸法（長さ×幅）： 
8,000mm×2,900mm 
(2) トラクターヘッド 
エンジン定格出力：230 kW
以上 
シャシ：6×4 駆動式、キャ

ブオーバータイプ 

1 重機の搬送 

本計画で調達される建設機械の現場

搬入、撤去・移動に使用する。トレー

ラは も重量がある調達機材を安全

に積載・搬送できる積載量とし、トラ

クターヘッドはこれを安全に輸送で

きる牽引力を有する仕様とする。 

16 自走式クラッシ

ャ 
運転質量：10,000～
20,000kg 
破砕処理能力: 15t /時以上 

2 砕石の生産 

道路工事の進捗に従って容易に移動

が可能で、かつ工事の進捗に見合う砕

石の生産能力を有する仕様とする。 

17 安全管理・工事

管理車両 
型式： 4×4 駆動式、ダブル

キャブ・ピックアップトラ

ック 
エンジン定格出力：55 kW
以上 

2 現場巡回 
対象路線の改修工事を計画通りに進

めるためには、現場の安全管理や施工

管理を効率的に行う必要がある。この

ため、対象地域の道路状況に適し、工

事現場を支障なく安全に走行が可能

な仕様とする。 
18 アスファルトス

プレイヤ 
散布能力: 扇形約 23  /分、

円形約 10  /分 
10 アスファルトの散布 

舗装の補修用機材である。アスファル

トのドラム缶を加熱する機能と溶融

したアスファルトを圧送・散布する機

能を有する仕様の機材とする。 
19 デスクトップコ

ンピュータ 
CPU 3.3GHz 以上 
HDD： 500 GB 以上 

2 ソフトコンポーネントによる機材管

理システム研修に活用する。 
新機種とする。 

20 データベースソ

フトウェア 
ファイルメーカーPro 12 以

上 
1 ソフトコンポーネントによる機材管

理システム研修に活用する。 
新バージョンとする。 

注）上表のデスクトップコンピュータ及びデータベースソフトウェアについては「3-2-4-8 ソフトコンポーネント

計画」参照。 

 

（３）機材の調達数量 

  １）本計画機材の概算土工・舗装量 

機材調達数量の基礎となる概算土工・舗装工事量を表 ３-２.５に示す。これらの数量は、 

表 ３-２.３に示す概算主要工事数量に基づき算出したものである。 
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表 ３-２.５ 概算土工・舗装工事量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）調達機材台数 

本計画の対象路線工事は、トングアップに拠点を置く道路建設特別ユニット No.8（トングア

ップ   マエイを担当）とアンに拠点を置く飛行場建設特別ユニット No.8（アン   マエイを

担当）の 2 班編成による実施を計画している。 

本計画の対象路線工事に係る機種の選定、及び各機材の台数を算定するにあたっては、道路

工事の工種に従って機種を選定し、工事の工程及び規模（作業量）によって機材の台数を設定

することを基本とした。また、工事を実施する 2 班の間で共有（共同使用）出来ない機材につ

いては各班に同じ機種を 低 1 台配置する等、道路工事実施機関の現状に即した機材構成とし

た。 

本計画における各機材の台数算定根拠を表 ３-２.６に示す。 

 

 

1) 路体盛土：粘性土【ほぐし率(L): 1.25, 締固め率(C): 0.90,　比重(ほぐし土）: 1.4）】

盛土量（締固め後） m3

運搬土量 (1) 781,667 m3 (2) 390,833 m3 (3) 390,833 m3

地山土量 (4) 625,333 m3 (5) 312,667 m3 (6) 312,667 m3

注:盛土材料の約50％は切土発生材を転用する。

2) 舗装用砕石【ほぐし率 (L): 1.2, 締固め率(C): 0.95, 比重: 2.2】

締固め後の容量 216,265 m
3

運搬容量 (7) 273,177 m
3 (8) 54,635 m

3 (9) 218,541 m
3

砕石の量 (10) 227,647 m
3

砕石重量 (11) 475,783 t
注1: 骨材用石材は機材の納入前に道路建設現場に搬送する。 80%をホイールローダーで積み込む

注2: 骨材はクラッシャを移動しながら道路建設現場で生産する。

3)

本計画における各機材の概算土工量

機　　　材

ブルドーザ m3

エクスカベータ（クローラタイプ） m3

ホイールローダ m3

ダンプトラック m3

モータグレーダ m3

エクスカベータ（ホイールタイプ） m3

自走式クラッシャ t

m
2

1,876,000 m2 路体面積

タンデム型振動ローラ m2

アスファルトディストリビュータ m2

アスファルトスプレイヤ m2 舗装面積×0.25

舗装面積×4回

土　量

562,800
ブルドーザ エクスカベータ ダンプトラック

土　量 エクスカベータ ホイールローダ

土　工　量

312,667

367,302

609,375

390,833

728,329

210,000

475,783

=140km×3/4×2か所×1m×1m

= (3)+(10)

= (11) 

 = (3) = (1) - (2)

= (3) + (9)

= (6) + (8)

= (5)

路体の転圧  1層30cm
シープフットコンパクタ

備考（主な作業）

地山の伐開徐根、掘削、運土

地山の掘削、積込み、法面整形

材料の集積・積込み作業

盛土材料の搬送

路体・路床・路盤材の敷均し、整地

側溝の掘削、材料積込み、土砂の撤去

骨材の生産

土工量内訳

952,560

408,600

1,634,400

102,150

路盤の転圧

舗装の転圧

アスファルトの散布

アスファルトの散布（舗装の補修工事）

路盤面積

舗装面積
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表 ３-２.６ 調達機材の算定根拠 

1. 橋梁点検車 (計画台数: 1 台)

備　　　　　考

1 台

2. モータグレーダ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

3.7 m

121 m
3
/時

968 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月× 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量

路体・路盤材料の敷き均し

土工作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な土工量(4) = (2)÷(3) 1,619 m
3
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 1.7 台

3. エクスカベータ (クローラタイプ) (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

0.8 m
3

35 秒 旋回角度: 135°

52 m
3
/時

416 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月×6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量

地山の掘削・積込＆砕石の積込

土工作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な土工運搬量(4) = (2)÷(3) 816 m
3
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 2.0 台

4. ホイールローダ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2.5 m
3

55 秒

80 m
3
/時

641 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月× 6 ヶ月（乾期のみ）

250 日 10 ヶ月 (雨期・乾季）

3 年 機材調達後の工期

概算土工量(2) 390,833 m
3 土砂

概算砕石量(2)’ 218,541 m
3 砕石

概算土工量計(2) 609,375 m
3 機材調達後に予定される数量

土工作業期間 3 年 機材調達後の工期

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日 土積込

作業完了に必要な稼働日数(3)’ 750 日 砕石積込

1日当たり必要な土砂積込量(4) = (2)÷(3) 869 m
3
/日 土砂

1日当たり必要な砕石積込量(4)’ = (2)’÷(3)’ 291 m
3
/日 砕石

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 1.8 台

１サイクル当り所要時間

1台1時間当たり作業量 (地山掘削・積込量）

バケット容量

設定条件・算出項目

1日1台当たりの作業量   (地山掘削・集積量)(1)

年間稼働日数

公共事業局の計画工期

設定条件・算出項目

ブレード幅

1台1時間当たり作業量 （敷き均し）

設定条件・算出項目

対象路線における橋梁の点検整備を行うためにアンに拠
点を置く飛行場建設特別ユニット No.8（本計画のC/P機
関）に配備する。

必要投入台数

対象路線の維持管理の一環として、橋梁の
現状把握、及び異常・損傷の早期発見を行
う機材

数　値

数　値

1日1台当たりの作業量   (敷き均し)(1)

年間稼働日数

公共事業局の計画工期

敷き均し

概算土工量(2) 728,329 m
3

数　値設定条件・算出項目

m
3

バケット容量

１サイクル当り所要時間

1台1時間当たり作業量 (ストックパイルの積込量）

1日1台当たりの作業量   (ストックパイルの積込量)(1)

数　値

掘削

積込

概算土工量(2) 367,302

年間稼働日数(土積込）

年間稼働日数(砕石積込）

公共事業局の計画工期

集積

積込

 



3-15 

5. エクスカベータ(ホイールタイプ) (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

0.5 m
3

35 秒 旋回角度: 135°

33 m
3
/時

262 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月× 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量

側溝の掘削・成形（140km×3/4×2×1×1)(m
3
)

土工作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な土工量(4) = (2)÷(3) 467 m
3
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 1.8 台

6. ブルド-ザ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

50 m
1.7 分 1回当たりの押土作業（前進＆後進）に要する時間

4.5 m
3 ドーザのサイズ　（W:3.7 m、H:1.4 m)

52 m
3
/時

414 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月×6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量

地山土量(計)- エクスカベータによる掘削量

土工作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な土工運搬量(4) = (2)÷(3) 695 m
3
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 1.7 台

7. シープフットコンパクタ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

347 m
2
/時 路盤

2,776 m
2
/日 8 時間／台･日

495 m
2
/時 路体

3,960 m
2
/日 8 時間／台･日

150 日 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

概算作業量(2) 952,560 m
2 機材調達後に予定される路盤数量

概算作業量(2)’ 1,876,000 m
2 機材調達後に予定される路体数量

作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な作業量(4) = (2)÷(3) 2,117 m
2
/日 0.8

1日当たり必要な作業量(4)’ = (2)’÷(3) 4,169 m
2
/日 1.1

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 台 1.9 台

8. タンデム型振動ローラ (計画台数: 4 台)

備　　　　　考

94 m
2
/時

376 m
2
/日 4 時間／台･日

100 日 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

概算作業量(2) 408,600 m
2 機材調達後に予定される数量

作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 300 日

1日当たり必要な作業量(4) = (2)÷(3) 1362 m
2
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 4 台 3.6 台

設定条件・算出項目

1台1時間当たり作業量

1日1台当たりの作業量 (1)

年間稼働日数

公共事業局の計画工期

転圧
(簡易舗装)

1日1台当たりの作業量   (地山掘削・集積量)(1)

年間稼働日数

ドーザの容量

設定条件・算出項目

1台1時間当たり作業量

1日1台当たりの作業量 (1)

年間稼働日数

公共事業局の計画工期

公共事業局の計画工期

掘削
排土

敷き均し
転圧

概算土工量(2)

掘削

積込

概算土工量(2)

公共事業局の計画工期

1日1台当たりの作業量   (地山掘削・排土)(1)

年間稼働日数

m
3312,667

数　値

210,000 m
3

数　値

設定条件・算出項目

ブルド-ザによる押土距離

１サイクル当り所要時間

1台1時間当たり作業量 (地山掘削・集積量）

数　値

1台1時間当たり作業量

1日1台当たりの作業量 (1)

転圧
(路体/路盤）

設定条件・算出項目 数　値

バケット容量

１サイクル当り所要時間

1台1時間当たり作業量 (地山掘削・排土）
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9. アスファルトディストリビュータ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

3990 m
2
/時

7,980 m
2
日 2 時間／台･日、  配管の清掃、後片付け

50 日 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

概算作業量(2) 1,634,400 m
2 機材調達後に予定される数量

作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 150 日

1日当たり必要な作業量(4) = (2)÷(3) 10,900 m
2
/日

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2 (1.4) 台

10.  アスファルトケトル (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2 台

11.  移動式ワークショップ(計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2 台

12.  散水車 (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2 台

13. ダンプトラック(計画台数: 12 台)

備　　　　　考

20 km/時

10 m
3
/時

76 m
3
/日 8 時間／台･日

150 日 25日／月× 6ヶ月（乾期のみ）

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量。

切土発生材の一部を盛土に転用する。

土工作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 450 日

1日当たり必要な土工運搬量(4) = (2)÷(3) 869 m
3

必要投入台数 = (4) ÷ (1) 12 台 11.5 台

14.  キャブバッククレーン (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2 台

公共事業局の計画工期

土運搬

概算土工量(2)

設定条件・算出項目

年間稼働日数

m
3

数　値

設定条件・算出項目

本計画において道路工事を実施する道路建設特別ユニッ
ト No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット
No.8（アン）に各1台を配備する。

盛土転圧時の散水、及び現場練りコンク
リート等の給水を行う機材

道路工事を実施する各班において道路建設
機材の定期点検・整備、修理を建設現場で
行う機材

現場から切羽までの
平均往復距離

ダンプトラックによる運搬距離 12 km

設定条件・算出項目

本計画において道路工事を実施する道路建設特別ユニッ
ト No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット
No.8（アン）に各1台を配備する。

設定条件・算出項目

1台1時間当たり作業量

道路工事を実施する各班において道路工事
用資機材の積込・搬送・積降しを行う

数　値

数　値

数　値

数　値

1日1台当たりの運搬量(1)

年間稼働日数(土運搬)

1日1台当たりの作業量 (1)

必要投入台数

本計画において道路工事を実施する道路建設特別ユニッ
ト No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット
No.8（アン）に各1台を配備する。

アファルトディストリビュータに付帯する
機材 (アファルトディストリビュータに供
給するアスファルトの加熱・溶解を行う)

本計画において道路工事を実施する道路建設特別ユニッ
ト No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット
No.8（アン）に各1台を配備する。

必要投入台数

設定条件・算出項目

設定条件・算出項目

数　値

公共事業局の計画工期

アスファルト
舗装

必要投入台数

必要投入台数

390,833

ダンプトラックの走行速度

ダンプトラック1台当たりの運搬容量
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15.  低床セミトレーラ（トレーラヘッド付） (計画台数: 1 台)

備　　　　　考

1 台

16. 自走式クラッシャ (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

35 t/時
280 t/日 8 時間／台･日

300 日 25日／月× 12ヶ月

3 年 機材調達後の工期

機材調達後に予定される数量。

作業期間 3 年

作業完了に必要な稼働日数(3) 900 日

1日当たり必要な作業量(4) = (2)÷(3) 529 t/日
必要投入台数 = (4) ÷ (1) 2.0 台 1.9 台

17.  安全管理・工事管理車両 (計画台数: 2 台)

備　　　　　考

2 台

18. アスファルトスプレイヤ (計画台数: 10 台)

備　　　　　考

5 班

5 班

10 班

10 台

300 m
2
/時

300 m
2
日 1 時間／台･日

100 日 6ヶ月（乾期のみ）

1日1台当たりの作業量 (1)

年間稼働日数

アスファルトスプレイヤの作業能力(参考）

1台1時間当たり作業量

アン ～ マエイ間の機材配備予定出張所数

機材配備予定の出張所総数

必要投入台数

数　値

アスファルト舗装の小規模な補修工事用機材として対象
道路沿線の町・村に置かれている公共事業局の出張所に
配備する。

トングアップ ～ マエイ間の機材配備予定出張所数

設定条件・算出項目

本計画の道路工事の実施において道路建設機材の搬送を
行うため、トングアップに拠点を置く道路建設特別ユ
ニット No.8に配備する。

道路建設機材の現場搬入・撤去・移動を行
う

必要投入台数

設定条件・算出項目 数　値

1台1時間当たり作業量

1日1台当たりの作業量 (1)

年間稼働日数

公共事業局の計画工期

設定条件・算出項目

必要投入台数

本計画において建設現場の安全管理・施工管理を効率的
に実施するため、道路建設特別ユニット No.8（トング
アップ）及び飛行場建設特別ユニット No.8（アン）に各
1台を配備する。

道路建設現場の巡回検査・調査

骨材
(砕石)
生産

概算作業量(2) 475,783 t

数　値

数　値

設定条件・算出項目

 

 

以上により算定した各調達機材の各引き渡し場所（「3-2-2 (1)全体計画」参照）への配置計画

を表 ３-２.７に示す。 
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表 ３-２.７ 調達機材配置計画 

機材

番号 
機材名 

単

位 
数

量 

数量内訳 

道路建設特別 
ユニット No.8 
（トングアップ） 

橋梁建設特別 
ユニットNo.10／
飛行場建設特別 
ユニット No.8 
（アン） 

1 橋梁点検車 台 1 1 - 

2 モーターグレーダ 台 2 1 1 

3 エクスカベータ（クローラタイプ） 台 2 1 1 

4 ホイールローダ 台 2 1 1 

5 エクスカベータ（ホイールタイプ） 台 2 1 1 

6 ブルドーザ 台 2 1 1 

7 シープフットコンパクタ 台 2 1 1 

8 タンデム型振動ローラ 台 4 2 2 

9 アスファルトディストリビュータ 台 2 1 1 

10 アスファルトケトル 台 2 1 1 

11 移動式ワークショップ 台 2 1 1 

12 散水車 台 2 1 1 

13 ダンプトラック 台 12 6 6 

14 キャブバッククレーン 台 2 1 1 

15 低床セミトレーラ（トラクターヘッド付） 台 1 - 1 

16 自走式クラッシャ 台 2 1 1 

17 安全管理・施工管理車両 台 2 1 1 

18 アスファルトスプレイヤ 台 10 5 5 

19 デスクトップコンピュータ 組 2 1 1 

20 データベースソフトウェア 組 1 1 - 
注）アンにおける機材配置は、機材本体を橋梁建設特別ユニット No.10、スペアパーツを飛行場建設特別ユニ

ット No.8 とする。 
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３-２-３ 概略設計図 

本計画における主要建設機材の参考図を以下に示す。 

 

表 ３-２.８ 主要建設機材の参考図 

1. 橋梁点検車 2. モーターグレーダ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. エクスカベータ（クローラタイプ） 4. ホイールローダ 

  

 

5. エクスカベータ（ホイールタイプ） 6. ブルドーザ 

 
 

 

 

7. シープフットコンパクタ 8. タンデム型振動ローラ 
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9. アスファルトデイストリビュータ 10. アスファルトケトル 

  

11. 移動式ワークショップ 12. 散水車 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. ダンプトラック 14. キャブバッククレーン 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 低床セミトレーラ（トラクターヘッド付） 16. 自走式クラッシャー 

  

17. 安全管理・施工管理車両 18. アスファルトスプレイヤ 
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３-２-４  調達計画 

３-２-４-１  調達方針 

本計画は、我が国の無償資金協力のスキームに基づき実施される。なお、我が国政府により

事業実施の承認がなされた後、両国政府による交換公文（E/N）並びに贈与契約（G/A）が取り

交わされる予定であり、本邦コンサルタントは独立行政法人国際協力機構（JICA）の推薦を受

けミャンマー側実施機関と入札、建設機材調達監理に係る業務遂行のための契約を締結する。

コンサルタントは、適正かつ、円滑に本事業が履行されるように本体業務を管理する。以下に

本プロジェクトを実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

 

（１）事業実施主体 

ミャンマー側の責任・監督機関は建設省であり、実施機関は同省公共事業局となる。また、

本計画での調達機材引き渡し後も同公共事業局が当該機材の適切な運営・維持管理を担当する。 

（２）コンサルタント 

本計画での機材調達に関わる入札仕様書の作成及び機材調達業務・据付作業等を監理するた

め、ミャンマー側は JICA より推薦されたコンサルタントと調達監理契約を締結する。また、

コンサルタントは、本計画に係わる建設機材の適切な運営・維持管理及びスペアパーツ管理強

化のため、ソフトコンポーネントの実施も担当する。 

（３）調達業者 

我が国の無償資金協力の枠組みにしたがって、かつ、競争入札により選定された調達業者が、

本計画の建設機材の調達、輸送、現地での組立及び初期操作・運転指導等を実施する。 

調達業者は、本計画での機材引き渡し後も必要な予備部品の供給、故障時の対応などアフタ

ーケアが必要と考えられるため、調達業者は機材引き渡し後の連絡調整についても十分配慮す

る必要がある。そのため、ミャンマー国内に現地事務所等の活動拠点を有する調達業者とする。 

３-２-４-２  調達上の留意事項 

（１）調達先 

本計画で調達を予定している建設機材は、ミャンマーにて製造・生産されていないことから、

原則本邦メーカー製の建設機材とするが、本邦メーカー機材の一部には日本国内で製造を中止

し、海外の工場へ生産・製造拠点を移したものもある。これを踏まえ本計画における調達機材

は、本邦メーカーの日本国内工場または海外（タイ）での工場で生産・製造された機材とし、

船積み港についても適宜判断することとする。機材の調達先を表 ３-２.９に示す。 
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表 ３-２.９ 機材の調達先等 

No

. 
機材名 

調達先 

日本 ﾐｬﾝﾏｰ 
第三国

（タイ） 

1 橋梁点検車 ○   

2 モーターグレーダ ○  ○ 
3 エクスカベータ 

(クローラタイプ) 
○   

4 ホイールローダ ○   

5
エクスカベータ 
(ホイールタイプ) 

○   

6 ブルドーザ ○   
7 シープフットコンパクタ ○   

8 タンデム型振動ローラ ○   

9
アスファルトディストリビ

ュータ 
○   

10 アスファルトケトル ○   

11 移動式ワークショップ ○   

12 散水車 ○   
13 ダンプトラック ○   
14 キャブバッククレーン ○   
15 低床セミトレーラ 

(トラクターヘッド付） 
○ 

 

16 自走式クラッシャ ○   
17 安全管理・工事管理車両   ○ 
18 アスファルトスプレイヤ ○   
19 デスクトップコンピュータ  ○  
20 データベースソフトウェア ○   

 

（２）施工計画上の留意点 

① 本計画での対象地は、例年11月～4月が乾期、5月～10月が雨期である。雨期の7月及

び8月が降雨の 盛期となるため、引き渡し場所へのアクセス道路は増水等により寸

断されることもある。このため、ミャンマー国ティラワ港での陸揚げ後の内陸輸送は、

同雨期の 盛期を避ける必要がある。 

② 内陸輸送の経路上の一部は舗装面が傷んでいる悪路もあるため、走行スピードが低減

する。また、内陸輸送は一部アラカン山脈を越える山岳ルートであるため、走行には

細心の注意を有する。 

③ 内陸輸送の経路上には複数の橋梁があり、重車両の制限が設けられている。このため、

輸送経路や運搬能力に制約を受けることから、輸送計画の策定、工程計画には留意が

必要である。さらに、各地において市街地を通過する際は、低位置にある配電線・電

話線等の切断を未然に防ぐ予防策を講じる必要があり、グレーダ、ブルドーザなどの

キャビンは取り外して内陸輸送を行うことが肝要でもある。 

３-２-４-３  調達・据付区分 

我が国とミャンマー側の負担区分のうち、ミャンマーでの荷卸し港から引き渡し場所である
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公共事業局関連施設までの内陸輸送は日本側負担とするが、同施設から各対象サイトまでの輸

送はミャンマー側負担とする。また、対象道路の建設に必要な建設資材もミャンマー側負担と

する。 

なお、詳細なわが国とミャンマー側の負担区分は、表 ３-２.１０に示すとおりである。 

表 ３-２.１０ 負担事項区分 

No. 負担事項 
負担区分 

備 考 
日本国側 ﾐｬﾝﾏｰ側 

1 建設機材置場及び消耗部品保管場所の

確保  ○ 
フェンスの設置、消耗部品保管庫

の建設（道路建設特別ユニット

No.8） 
2 現場事務所の確保  ○ 必要に応じて 
3 建設機材の製造・調達 ○   
4 建設機材の内陸輸送 ○  製造メーカーから積出し港間 
5 海上輸送、通関手続き、及び税の取扱い    

 
(1) ミャンマーまでの建設機材の海上

輸送及び空輸の責任 
○  

 

 
(2) 荷卸し港における免税措置及び通

関手続き 
 ○ 

 

 
(3) 荷卸し港から引き渡し場所までの

建設機材の内陸輸送 
○  

 

6 建設機材及び消耗部品の適切な運用及

び管理 
 ○ 

 

7 以下に示す登録及び許可取得のための

必要な手続き・措置： 
 機材登録 
 重車両通行・通過に必要な許可 
 制限地区への進入許可 
 邦人の入域に対する許可 

 ○ 

公共事業局は、車両登録手続きが

遅滞なく行われるよう、国内関係

機関と密な連携・調整を行う。 

8 建設機材の組立・調整 ○   
9 引き渡し検査及び機材の初期操作指導･

維持管理に係る指導 
○  

ミャンマー側は同指導に参加する

人員を確保・配置すること。 
10 整備対象道路の工事実施 

 ○ 
ミャンマー側は工事に必要となる

十分な人員を確保・配置すること。

11 無償資金協力に含まれないその他の費

用負担 
 ○ 

 

12 銀行取極に基づく以下の手数料の支払

い：  
 わが国の外国為替公認銀行におけ

る口座開設費用 

 支払手数料の負担 

 ○ 

 

注：〇印が負担区分を表す。 
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３-２-４-４  調達監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、ミャンマー側は国際協力機構の推薦を受けた本邦コン

サルタント契約を締結し、実施設計と調達監理の円滑な業務実施を図る。なお、本邦コンサル

タント主導による調達監理のもと、調達業者が実施するそれら業務の監理を行う。 

また、必要に応じて、本邦内で製造・製作される建設機材の工場立会検査及び出荷前検査に

専門技術者が参画し、同建設機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

（１）調達監理の基本方針 

コンサルタントは、本計画が所定の工期内に完成するよう全体計画の進捗を監理し、且つ、

契約書に示された品質を確保するとともに、同計画が安全に実施されるようミャンマー側の協

力の下、調達業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な調達監理上の留意点を示す。 

1） 工程監理 

調達業者が契約時に計画・提出した工程とその進捗状況との比較を以下の項目ごとに

月及び週ごとに行い、遅れが出ると判断される場合は、調達業者に警告を出すととも

に、その対策案の提出を求め工期内に本計画が完成するように指導する。 

 建設機材の製造・調達の出来高確認 

 建設機材輸送のための配船状況、内陸輸送方法等の確認 

 建設機材の組立、初期操作指導等に関わる人員の配置状況の確認 

2） 品質管理 

契約図書（技術仕様書、承認設計図など）に示された建設機材の品質が調達業者によ

って確保されているかどうかを下記の項目に基づき監理を実施する。なお、品質の確

保が危ぶまれるときは、調達業者に訂正、変更、修正を求める。 

 建設機材の製作図及び仕様書の照査 

 建設機材の工場検査結果の照査または検査への立会い 

 建設機材の組立要領書、現場試運転・調整・検査要領書及び施工図の照査 

 建設資機材の現場組立作業の監理と試運転・調整・検査の立会い 

3） 安全管理 

調達業者と協議・協力し、本計画実施期間中の労働災害、事故を未然に防止するため

の監理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 

 安全管理規定の制定と管理者の選任 

 作業工具・機材等の安全装置の点検実施による災害の防止 

 内陸輸送中の運行ルートの策定と徐行運転の徹底及び荷崩れの防止 

 安全保護具の着用（ヘルメット、作業靴、手袋など） 
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（２）計画実施に関する全体的な関係 

調達監理時を含め、本計画の実施担当者の相互の関係は、図 ３-２.４に示すとおりである。 

 
図 ３-２.４ 事業実施関係図 

（３）調達監督者 

調達業者は、ミャンマー側との契約に基づき、建設機材の調達・組立、初期運転操作指導等

を実施する。また、調達業者は、当該業務実施中の工程管理、品質管理及び安全管理も担うこ

ととなるが、コンサルタントの調達監理要員が同調達業者を指導・監督する。 

３-２-４-５  品質管理計画 

コンサルタントの調達監理要員は、契約図書（技術仕様書、実施設計図など）に示された施

設・資機材の品質が、調達業者によって確保されているかどうかを、下記の項目に基づき監理

を実施する。品質の確保が危ぶまれる時は、調達業者に対し訂正、変更、または修正を求める。 

 建設機材の製作図及び仕様書の照査 

 建設機材の工場検査立会い、または工場検査結果報告書の照査 

 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

 建設機材に係る工場及び現場における試運転・調整・検査要領書の照査 

 建設機材の現場組立の監理と試運転・調整・検査の立会い 

３-２-４-６  資機材等調達計画 

本計画の道路建設機材の一部は、ミャンマー内で製造・生産されていないため、主要な機材

は原則として本邦調達とする。ただし、メーカーによっては工場を海外に移転し、生産・製造

している機材もある。このため、日本で製造されていない機材、あるいは本邦メーカーが 1 社

に限定され、かつ入札の競争性が確保されない機材については、第三国調達とする。 
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なお、調達国に関わらず、すべての調達機材には日本の ODA マークのペイントあるいはシ

ールを施すものとする。 

３-２-４-７  初期操作指導・運用指導等計画 

本計画における調達機材の組立初期操作指導並びに運転維持管理方法に関する指導について

は、機材引き渡し時にメーカー指導員が運転維持管理マニュアルにしたがって OJT にて行うこ

とを基本とする。公共事業局は、本指導計画を円滑に進めるために、コンサルタント及び機材

調達業者と密接な連絡・協議を行い、OJT に参加する専任技術者を任命する必要がある。選任

された同局の技術者は、計画に参加できなかった他の職員に対して、技術を水平展開し、同局

の維持管理能力の向上に協力する必要がある。また、調達する建設機材の運用・調整は、所定

の技術レベルを有するメーカーの専門技術者を必要とすることから、現地業者の活用は困難で

あり、我が国から技術者を派遣し、技術指導を行わせる必要がある。 

３-２-４-８  ソフトコンポーネント計画 

本計画の先方負担である調達機材の運転維持管理を適切に実施させるためにソフトコンポー

ネントを導入し、実施機関の運転維持管理体制の強化を図る。 

ラカイン州に配置される建設機材は、下ミャンマーを担当するマヤンゴン機材管理センター

（ヤンゴン）において一元的に管理されており、各地に配備されている。また、スペアパーツ

も同センターにて管理をしている。 

また、ラカイン州においては、公共事業局のワークショップが各地に所在し、同州に配置さ

れている建設機材の定期点検や軽微な修理を行っている。本計画調達機材を管理・運営する道

路建設特別ユニット No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット No.8（アン）につい

ても、同様のワークショップを有しており、既存機材の管理を行っている。管理自体はなされ

ているものの、台帳が紙での管理となっており、システム上効率性が低い管理体制となってい

る。 

以上を踏まえ、本計画におけるソフトコンポーネントは、以下の内容により実施する。 

 

（１）建設機材の運転維持管理のマネージメント（台帳管理）の改善・効率化 

1） 目的 

 本計画調達機材を対象とした機材管理システムの改善 

2） 実施方法および内容 

 ソフトコンポーネント実施者：コンサルタント 

 実施場所：道路建設特別ユニット No.8 事務所（トングアップ） 

 実施期間：実技指導 1.0 ヶ月間及び評価・フォローアップ 0.5 ヶ月間 

 対象者：道路建設特別ユニット No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット

No.8（アン）の技術職員、ならびに中央機材管理担当職員（合計約 20 名） 

 下記マニュアル・管理ソフトの作成 

・建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 
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・建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

・上記用管理ソフト（汎用ソフト活用） 

 研修内容 

・上記マニュアルと管理ソフトを利用した研修 

3） 実習用機材 

・デスクトップコンピュータとデータベースソフトを 2 セット調達し、実習用機材と

して活用する。 

・実習用機材の調達後の配置先 

 道路建設特別ユニット No.8：1 セット 

 及び飛行場建設特別ユニット No.8：1 セット 

（２）建設機材を用いたパイロット施工 

1） 目的 

 本計画調達機材を活用したパイロット施工を通じた台帳管理システムの実践訓練 

2） 実施方法および内容 

 ソフトコンポーネント実施者：コンサルタント 

 実施場所：整備対象路線のうち、トングアップ近郊の約 200m 区間 

 実施期間：事前協議・準備 0.5 ヶ月間及び工事実施 1.5 ヶ月間 

 対象者：道路建設特別ユニット No.8（トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット

No.8（アン）の技術職員、ならびに中央機材管理担当職員（合計約 20 名） 

 下記マニュアル・管理ソフトの作成 

・道路施工マニュアル 

・建設機材運行記録マニュアル（運転台帳、上記（1）のものを流用） 

・建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳、上記(1)のものを流用） 

・上記用管理ソフト（汎用ソフト、上記（1）のものを流用） 

 研修内容 

・パイロット施工の実施 

3） 実習用機材 

・本計画調達機材 

・上記（1）の活動で使用したデスクトップコンピュータとデータベースソフトを流用

する。 

（３）橋梁点検車を用いた橋梁点検研修 

1） 目的 

 本計画調達機材である橋梁点検車を活用した橋梁点検・維持管理技術の習得 

2） 実施方法および内容 

 ソフトコンポーネント実施者：コンサルタント 

 実施場所：道路建設特別ユニット No.8 事務所（トングアップ）及び整備対象路線上

のキエシャイ橋 

 実施期間： 日本国内準備 0.5 ヶ月間及び現地指導 1.1 ヶ月間 

 対象者：橋梁点検・維持管理担当職員（合計約 15 名） 
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 下記マニュアル・管理台帳の作成 

・橋梁点検ハンドブック 

・橋梁台帳 

 研修内容 

・上記ハンドブックと台帳を利用した講習 

・橋梁点検実技研修 

3） 実習用機材 

・橋梁点検車（本計画調達機材） 

 

３-２-４-９ 実施工程 

日本側負担分の実施設計、調達監理についての実施工程を以下に示す。 

表 ３-２.１１ 実施工程表 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

実
施
設
計 

  

 

              

調
達
監
理 

                

 

３-３ 相手国側分担事業の概要 

E/N 締結後、ミャンマー側は責任機関及び各実施機関の協力の下、以下の作業を負担する。 

 E/N 締結後、速やかに我が国の銀行に口座を開設する。なお、同口座開設に伴う費用

はミャンマー側負担となる。 

 本計画で調達する資機材の改めての輸入はないと考えられるが、輸入が必要な場合は、

迅速な荷揚げの確保及び免税措置を行う。 

 本計画の関係者（日本人及び第三国人）に対し、ミャンマー側への入国、滞在及び安

全に必要な便宜を図る。 

 本計画に関連する役務、資機材調達及び日本人に対し、ミャンマー側で課せられる関

税・国内税等免除措置／負担を行う。 

 我が国の無償資金協力で建設された道路及び附帯施設を適切に運用し、且つ確実な維

持管理を継続する。 

（入札図書作成）

（現地承認）

（計 4 ヶ月）
（入札評価）

（入札） 

（製作図作成・製作） 

（製品検査・輸送・搬入組立）

（初期操作指導） 

（計 15 ヶ月）

（ソフトコンポーネント）
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 我が国の無償資金協力に含まれていない費用で、本計画に必要な他の全ての費用を負

担する。 

 本計画における調達機材及び消耗部品等を保管するための場所を確保するともに適

切な運用・維持管理を行う 

 本計画における対象道路の整備を実施するための事業費、人員、工事材料等を確保し、

機材引渡し後速やかに工事に着手する。 

 本計画における対象道路の整備にあたって、追加的な道路用地の取得が必要な場合は、

遅滞なく工事に着工できるようミャンマーの法令に従って確実に用地を確保する。 

 政府関連機関等への許認可が必要な場合は、これを申請・取得する。 

以上のミャンマー分担事業について、実施機関である公共事業局は機材引渡し後の道路整備

のための予算措置や人員配置についてその能力を有しており、調達機材の保管場所等について

も現地調査において既に確認済みであるため、実施可能と判断できる。 

３-４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

本計画調達機材の引き渡し後、ラカイン州における対象道路の工事は公共事業局が実施する。

下図に同局の工事実施体制を示す。 

 
注）図中の赤枠は対象道路工事を担当する部署を示す。 

出所：公共事業局 

図 ３-４.１ 公共事業局組織体制図 

 

本計画の整備対象路線における道路建設は、公共事業局の下部組織である建設担当（Works）

の道路部及び飛行場部が直接的な実施機関となる。道路部と飛行場部は、それぞれラカイン州
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に道路建設特別ユニット No.8（ラカイン州トングアップ）及び飛行場建設特別ユニット No.8

（ラカイン州アン）を工事実施チームとして配置しており、これらのユニットが対象道路工事

ならびに調達機材の運営・維持管理を担当する。 

また、本計画調達機材は、ラカイン州トングアップの道路建設特別ユニット No.8 駐機スペー

ス、ならびに同州アンの橋梁建設特別ユニット No.10 駐機スペースを引き渡し・保管場所とし

て計画している。調達機材の日常維持管理は、整備対象道路の道路建設を担当する各ユニット

が担当するため、各ユニット敷地内に機材消耗部品等も保管するとともに、機材の運行状況や

維持管理記録等を定期的にヤンゴン市マヤンゴンの下ミャンマー機械部機材管理センターに報

告する。 

機材管理センターは、調達機材の維持管理計画及び現地ユニットからの報告等に基づき、消

耗部品等の在庫を過不足なく準備し、機材の効率的な運用・維持管理を行う。機材の基本的な

維持管理設備については公共事業局の既存施設が有しているが、本計画の機材引き渡し時にお

いては、さらに効率的な運用・維持管理を目的とした初期操作・運用指導及びソフトコンポー

ネント（技術指導）を実施することとしている。なお、スペアパーツ・消耗品の入手について

は、現地の代理店等を通じて購入可能である。 

３-５ プロジェクトの概略事業費 

３-５-１ 協力対象事業の概略事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、7.38 億円となり、前述（「3-2-4-3 

調達・据付区分」参照）の日本とミャンマーとの負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（３）

に示す積算条件に基づき、次のとおり見積られる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額

を示すものではない。 

（１）日本側負担経費 

調達業者契約認証まで非公表。 

 

（２）ミャンマー負担経費 

ミャンマー側により負担されるべき費用を以下に示す。 

費    目 概略事業費（USD） 

ラカイン州対象道路整備注）
トングアップ～マエイ間 5.4million 

18.5 million
アン～マエイ間 13.1million 

本計画調達機材の保管場所準備（フェンス設置、スペア

パーツ保管庫の確保） 
5,000

銀行口座開設に基づく銀行手数料 7,500

注）対象道路整備のための概略事業費は、2015 年～2017 年度の合計を示している。 

 

（３）積算条件 

1. 積算時点 ： 平成 25 年 9 月 

2. 為替交換レート ： 米貨対日本円 1US$ = 99.38 円 

3. 調達期間 ： 調達期間は「3-2-4-9 実施工程」に示す実施工程表のとおり。
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4. その他 ： 積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこ

ととする。 

 

３-５-２ 運営・維持管理費 

本計画による調達機材を公共事業局が効率的に運用していくためには、同局による持続的な

維持管理が必要不可欠となる。したがって、対象道路工事の実施機関である同局は効率的な運

営・維持管理計画に基づき必要な予算措置を行い、適切に維持管理を行う必要がある。 

本計画調達機材の１年間当たり維持管理費（定期整備、現場修理等）は約 2,394,000 円（約

22,506,000 チャット）と想定される（表 ３-５.１参照）。これは、表 ３-５.３に示すラカイン

州公共事業局の過去 3 年間における平均機材維持管理費の 2.2 ％程度である。また、機材維持

管理費に加え、対象道路整備において調達機材を稼働するため燃料費として約 22,326,000 円

（約 209,868,000 チャット）必要となる（表 ３-５.２参照）。公共事業局は、機材の適切な運営・

維持管理ならびに確実な対象道路整備推進のため、これらの費用を確保することが必要となる。 

 

表 ３-５.１  調達機材の想定維持管理費 

整備修理費率 整備修理費/年 年間整備修理費計

(千円) (年) (%) (千円） (%) (千円) (千円)
(a) (b) (c) (d) = a×(c/100)÷ｂ (e) (f) (g) = d×(f/100) (h) = e×g

1. 橋梁点検車 42,750 15 45 1,283 1 15 192.4 192
2. モーターグレーダ 18,549 15 40 495 2 15 74.2 148
3. エクスカベータ（クローラタイプ） 9,691 15 50 323 2 15 48.5 97
4. ホイールローダ 12,778 15 70 596 2 15 89.4 179
5. エクスカベータ（ホイールタイプ） 18,932 15 40 505 2 15 75.7 151
6. ブルドーザ 24,000 15 45 720 2 15 108.0 216
7. シープフットコンパクタ 13,864 15 15 139 2 15 20.8 42
8. タンデム型振動ローラ 10,520 15 20 140 4 15 21.0 84
9. アスファルトディストリビュータ 14,814 15 55 543 2 15 81.5 163

10. アスファルトケトル 7,747 15 20 103 2 15 15.5 31
11. 移動式ワークショップ 17,169 15 45 515 2 15 77.3 155
12. 散水車 7,854 15 40 209 2 15 31.4 63
13. ダンプトラック 7,441 15 50 248 12 15 37.2 446
14. キャブバッククレーン 10,088 15 30 202 2 15 30.3 61
15. 低床セミトレーラ(トラクターヘッド付） 25,872 15 45 776 1 15 116.4 116
16. 自走式クラッシャ 20,322 15 50 677 2 15 101.6 203
17. 安全管理・工事管理車両 2,146 15 50 72 2 15 10.7 21
18. アスファルトスプレイヤ 501 15 50 17 10 15 2.5 25

2,394(22,506)

108,079
2.2

備考：為替レート: 1.0 円  = 9.4 チャット（2013年11月時点）

出所：調査団作成

最初の3年間における調達機材の年間維持修理費 (千チャット)

最近3年間(2011-2013)におけるラカイン州公共事業局の平均 年間機材維持管理費

機　材　名
機材台数

道路建設工事期間（3年）における機材整備・修理費

ラカイン州公共事業局の 平均年間機材維持管理費に対する調達機材の維持管理費比率 (%)

機材 価格 使用年数 整備修理費率 整備修理費/年
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表 ３-５.２  対象道路整備にかかる想定燃料費 
エンジン出力 年間運転時間 機　材 燃料消費量 燃料単価 燃料費/年

(kW） ( /kW·h) ( /h) (時間) 台　数 ( /年) (チャット/ ) (千チャット)
(a) (b) (c) = a×b (d) (e) (f) = c×d×e (g) (h) = f ×g

1. 橋梁点検車 100 0.040 4.0 500 1 2,000 950 1,900

2. モーターグレーダ 130 0.108 14.0 1200 2 16,848 950 16,006

3. エクスカベータ（クローラタイプ） 100 0.175 17.5 1200 2 21,000 950 19,950

4. ホイールローダ 120 0.153 18.4 2400 2 44,064 950 41,861

5. エクスカベータ（ホイールタイプ） 90 0.175 15.8 1200 2 18,900 950 17,955

6. ブルドーザ 165 0.175 28.9 1200 2 34,650 950 32,918

7. シープフットコンパクタ 80 0.152 12.2 1200 2 14,592 950 13,862

8. タンデム型振動ローラ 50 0.152 7.6 400 4 3,040 950 2,888

アスファルトディストリビュータ 115 0.090 10.4 400 2 4,140 950 3,933

サブエンジン 10 0.090 0.9 400 2 360 950 342

10. アスファルトケトル 17 0.170 2.9 300 2 867 950 824

移動式ワークショップ 140 0.050 7.0 700 2 4,900 950 4,655

発電機・溶接機 20 0.170 3.4 300 2 1,020 950 969

12. 散水車 150 0.040 6.0 600 2 3,600 950 3,420

13. ダンプトラック 190 0.050 9.5 1500 12 14,250 950 13,538

14. キャブバッククレーン 190 0.050 9.5 700 2 6,650 950 6,318

15. 低床セミトレーラ(トラクターヘッド付） 230 0.075 17.3 600 1 10,350 950 9,833
16. 自走式クラッシャ 40 0.185 7.4 2400 2 17,760 950 16,872
17. 安全管理・工事管理車両 55 0.047 2.6 700 2 1,810 950 1,719
18. アスファルトスプレイヤ(ガソリン・エンジン） 2.5 0.227 0.6 200 10 114 950 108

209,868
備考：為替レート: 1.0 円 = 9.4 チャット（2013年11月時点）

出所：調査団作成

9.

11.

年間燃料費

機　　　　　　材　　　　　　名
燃料消費率

 
 

表 ３-５.３  公共事業局のラカイン州における機材維持管理費（実績） 

年   度 重整備費 定期整備・軽整備費 計 (チャット) 計 (日本円換算値)
2011-2012 158,650,000 363,000,000 521,650,000 55,494,681
2012-2013 85,362,700 1,416,000,000 1,501,362,700 159,719,436
2013-2014 137,820,000 887,000,000 1,024,820,000 109,023,404

1,015,944,233 108,079,174
備考：為替レート: 1.0 円  = 9.4 チャット（2013年11月時点）

出所：公共事業局

過去3年間の平均金額
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第 4 章 プロジェクトの評価 

４-１ 事業実施のための前提条件 

本プロジェクトの事業実施にあたっては、ミャンマー国側による以下の負担事項が確実に行

われることが前提条件となる。 

■ 調達機材引き渡し場所及び消耗部品保管場所の確保（トングアップの道路建設特別ユニ

ット No.8 はフェンス設置及び消耗部品保管庫の建設が必要） 

■ 本プロジェクトの資機材輸入の免税、通関手続き及び速やかな国内輸送のための措置 

■ 日本国の無償資金を使用するものに対しミャンマー国内で課税される関税、内国税及び

その他税金の負担 

■ 本プロジェクトに従事する日本人がミャンマーへ入国及び滞在するために必要な法的措

置 

■ 調達機材登録及び通行許可、ならびに邦人の入域許可等の取得に係る関係機関との調整 

■ 調達機材の適切な運用及び維持管理 

■ 本プロジェクト実施上必要となる経費のうち、日本国の無償資金によるもの以外の所要

経費の負担 

■ 本プロジェクトに関し日本に開設する銀行口座の手数料の負担 

４-２ プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本プロジェクトの全体計画を達成するためにミャンマー側が投入（負担）すべき事項は以下

の通りである。 

■ 本計画による機材の調達後、ラカイン州の整備対象道路における速やかな工事開始 

■ 上記道路整備における建設サイトへの機材輸送 

■ 上記道路整備のために必要な技術者、オペレータ等の配置 

■ 上記道路整備のために必要な道路用地の確保 

■ 本計画の調達機材の適切な運用、維持管理、及びそのために必要となる技術者の配置 

■ 本計画ソフトコンポーネントのために調達された備品（デスクトップコンピュータ、デ

ータベースソフトウェア）及び習得した機材管理システムの適切かつ継続的な運用 

■ 通学中の学生など、通行人にも配慮した道路整備の計画 

■ 道路整備実施の際、住民に対する道路整備スケジュールや注意事項等の十分な説明 

４-３ 外部条件 

本計画の対象となるラカイン州は現在比較的状況は落ち着いている。さらに対象地域はラカ

イン州の中でも治安上のリスクは低い地域である。しかし未だ予断を許さない状況であるため

機材調達後の対象道路工事期間中あるいは工事完了後において、本計画対象道路及び機材が健
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全に保たれるとともに、事業関係者の安全が保たれることが前提条件となる。 

このような社会的背景から、本プロジェクト全体計画を達成するためには、ミャンマーにお

ける治安情勢が大きく影響することになる 

４-４  プロジェクトの評価 

４-４-１  妥当性 

我が国は、対ミャンマー支援について、民主化、国民和解、経済改革の恩恵が幅広く国民に

渡ることをめざして、以下の重点支援分野を設定している。 

I. 国民の生活向上のための支援（少数民族や貧困層支援、農業開発、地域の開発を含む） 

II. 経済・社会を支える人材の能力向上や制度の整備のための支援（民主化推進のための支

援を含む） 

III. 持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援 

本計画は、上記の I.及び III.に合致するもので、我が国の対ミャンマー支援の方針との整合性

が高いものといえる。 

本計画におけるラカイン州の整備対象道路

区間は、南北に長く伸びる同州の中央に位置す

るもので、同州の南北を縦貫する幹線道路の一

部を形成するものである。本整備計画は、同州

の南部と北部との安定した交通の確保を実現

するだけでなく、同州南東部に隣接するエーヤ

ワディ管区、さらにはミャンマー経済の中心で

あるヤンゴンと続く、ミャンマー全体の幹線道

路整備計画の一部を担うものである。 

また、公共事業局は、同州東部に隣接するマ

グウェー管区のミンブから、本整備計画区間

の北端に位置するアンを経由し、さらに同州

北部のミャウー及びチャウクタウを経て、同州都のシトゥウェに至る幹線道路を整備したい考

えである（図 4-4.1 参照）。本計画対象区間の整備及び左記アン～シットウェ間の道路整備が実

現することにより、ラカイン州の南北縦貫道路の 2/3 程度が完成することとなる。 

以上の点から、ラカイン州における本計画対象道路整備は、公共事業局の道路整備計画と連

携して、本計画対象地域にとどまらず同州全体の地域開発にも大きく貢献するものと評価でき

る。 

 

 図 ４-４.１  マグウェー管区からラカイン

州シットウェに至る幹線道路 
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４-４-２  有効性 

（１） 定量的効果 

ラカイン州の本計画整備対象区間の沿道には、約 6 万 2 千人の住民が居住している。本計画

は、これらの住民に直接的な便益を与えるものである。 

本計画対象区間における道路整備の実施により、車輌の走行速度は現行の約25kmから 60km

に向上することが期待される。この走行速度の増加により、トングアップからアンまでの移動

が 2.5 時間程度で可能となる。 

以下に、道路整備計画が実現した際の定量的効果を示す。 

表 ４-４.１ 道路整備の定量的効果 

成果指標 基準値（2013 年） 目標値（2018 年）

調達機材により整備される区間の平均走行速度（km/h） 約 25km/h 約 60km/h

調達機材による道路の整備延長（km） 0km 約 140km

なお、上表に示す成果指標のうち、整備区間の平均走行速度については、目標年次において

実施機関である公共事業局が整備区間を実走行することにより測定する。 

 

（２） 定性的効果 

ラカイン州における道路整備計画が実現した際の定性的効果を下表に示す。 

表 ４-４.２ ラカイン州における道路整備の定性的効果 

現状と問題点 
本協力対象事業 

での対策 計画の効果・改善程度 

本計画の対象道路は、未舗装、マカダ

ム舗装、簡易舗装などが混在してお

り、路面の著しい損傷により車両走行

性が非常に悪い。また、舗装幅員は 1
車線のみである。さらに、計画対象地

域周辺は、雨期において大雨による冠

水被害を受けることでも知られてお

り、これによる道路の損傷や橋梁の流

出等も多発している。 

＜住民生活＞ 

・子供たちの通学路 
中学、高校への通学は、徒歩の他に自

転車やサイカーを利用している学生

が多い。しかし、悪路のため自転車の

安定した運転ができない。また、雨期

には路面上いたる所に水たまりが発

生するため、車両通行時には通学中の

学生や通行人に水しぶきが飛ぶなど、

安全・衛生上の問題も抱えている。 

 アン  - マエイ  - 
トングアップ間の

道路改良及び拡幅 

本計画により対象道路が改良・拡幅

されることで、地域住民の移動が容

易になる。併せて、物資の移動も促

進され、産業の発展にも寄与する。

〈対象道路の裨益人口、施設〉 

道路沿道人口：62,272 人 

沿道の学校：42 校 
(小学校～大学を含む) 

沿道の医療施設：12 施設 
(準地域センター、地域ヘルスセンタ

ー、病院を含む) 

・道路が舗装されることにより、雨

期においても水たまりの発生を抑え

られる。また、安定した舗装道路に

より自転車の通行が容易になるとと

もに、車両通行時の危険も軽減され

るため、学生にとって通学時の安全

が確保される。 
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現状と問題点 
本協力対象事業 

での対策 計画の効果・改善程度 

 

・病院へのアクセス 
初期医療施設は準地域ヘルスセンタ

ーでの処置が可能だが、あくまでも一

次治療のため、重症患者の場合はタウ

ンシップのヘルスセンターや街にあ

る病院へ行く必要がある。本プロジェ

クトの対象道路は悪路であり、住民が

日常的に使用する定期的な公共交通

機関はなく、バイクが先導する乗合タ

クシーが数台通っている程度である。

また、重症患者は交通費も別途支払わ

なくてはならなく、大きな負担となっ

ている。病院によっては救急車を保持

しているが、悪路のため有効利用され

ていない。 

・電力へのアクセス 
対象道路沿線では公営電力による電

力供給が限られており、自家用発電設

備による電力供給が行われている。一

般住居はもとより、病院等の公共施設

においても安定的な電力供給が難し

い状況である。 

 

・道路が舗装されることにより定期

的な公共交通機関の運行も予想さ

れ、医療施設へのアクセスなど急を

要する場合も容易に移動ができるよ

うになる。また救急車の有効利用も

考えられ、患者の交通費負担軽減が

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

・道路整備により、電力供給のため

に必要な燃料の輸送コストが下が

り、より多くの住民が電力へアクセ

ス可能となる。 

＜物資輸送＞ 

・特にラカイン州中部、南部では悪路

のため陸上輸送は限られている。その

ため主要都市付近には桟橋が設置さ

れており、海上輸送が利用されてい

る。しかし海上輸送も天候に大きく左

右され、安定した物資輸送は難しい。

また、輸送コストは比較的低いものの

ヤンゴン―シットウェ間の水運には 5
－7 日間程かかり、特産である海産物

を新鮮な状態で輸送するのが難しい。

現地輸送業者によれば、ラカイン州

における海上輸送は現地住民の習慣

である一方、悪路のためやむを得な

い選択である。 

・病院やヘルスセンターへ配布される

医療品もシットウェに一度集まり、州

内へ配布される。 

同上 

・対象道路は、効率的な内陸輸送ル

ートとして機能することが見込まれ

ることから、州都シットウェや他地

域からの物資をラカイン州中部・南

部の各方面へ短時間かつ低コストで

輸送することを可能とする。また、

州外に対しては、陸上輸送時の起点

であるアン、トングアップを含む点

からラカイン州産の農・海産物を迅

速に輸送することができ、価格競争

力向上が期待できる。また、州内に

おいて、物資の流通がさらに円滑に

なり、小規模商店など住民レベルの

経済活動活発化が期待できる。 

 

・医療品の配布がより迅速に行われ、

冷保存が必要なワクチンなどの提供

の幅も広がることが見込まれる。 
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資料-１ 調査団員・氏名 



 

 

1. 調査団員・氏名 

 

【第一回現地調査】 

 

 

氏 名 担当業務 現 職 

三宅 繁輝 総括 

独立行政法人 国際協力機構 
経済基盤開発部 
運輸交通・情報通信第二課 
課長 

小林 謙一 計画管理 
独立行政法人 国際協力機構 
資金協力業務部 
実施監理第一課 主任調査役 

小宮 雅嗣 業務主任 八千代エンジニヤリング（株） 

高橋 功 
副業務主任／ 

道路・橋梁整備計画 
八千代エンジニヤリング（株） 

橋口 悦男 機材計画／機材維持管理計画 
八千代エンジニヤリング（株） 

(補強：オーピーシ―株式会社) 

小山 亜由美 社会状況調査 八千代エンジニヤリング（株） 

馬場 正敏 調達事情／積算 八千代エンジニヤリング（株） 
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【第二回現地調査】 

 

氏 名 担当業務 現 職 

三宅 繁輝 総括 

独立行政法人 国際協力機構 
経済基盤開発部 
運輸交通・情報通信第二課 
課長 

土橋 徹 計画管理 
独立行政法人 国際協力機構 
経済基盤開発部 
計画・調整課 

小宮 雅嗣 業務主任 八千代エンジニヤリング（株） 

高橋 功 
副業務主任／ 

道路・橋梁整備計画 
八千代エンジニヤリング（株） 
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資料-２ 調査行程 



官団員（JICA）

　　　　総括／計画管理：　　　 業務主任
副業務主任/

道路・橋梁整備計画
機材計画/

機材維持管理計画
社会状況調査 調達計画/積算

　　総括：三宅繁輝
　　計画管理：小林謙一

小宮 雅嗣 高橋 功 橋口 悦夫 小山　亜由美 馬場正敏

1 9月1日 日 東京⇒ヤンゴン － ヤンゴン

2 9月2日 月

・ヤンゴン→ラカイン州移動
（国内線）
・タンドウェにてラカイン州
PWとインセプション説明・協
議

－ タンドウェ

3 9月3日 火
・ラカイン州現地調査(タンド
ウェ～マエイ～アン)

移動：［東京→
Bangkok→
Yangon(18:45)］

アン／ヤンゴン

4 9月4日 水
・ラカイン州現地調査(アン～マ
グウェイ～ネピドー:6時間)

・ヤンゴン→ネピドー
移動（国内線:）

ネピドー

5 9月5日 木 ネピドー

6 9月6日 金 ヤンゴン

7 9月7日 土 ヤンゴン出発→日本
・ヤンゴン→シット
ウェ移動（国内線）

業務主任と同行程 高橋・橋口と同行程
シットウェ／ヤ
ンゴン

8 9月8日 日 － ・団内協議 業務主任と同行程 高橋・橋口と同行程
シットウェ／ヤ
ンゴン

9 9月9日 月 －
・州政府と協議
・UNOCHAとの協議

業務主任と同行程 高橋・橋口と同行程
シットウェ／ヤ
ンゴン

10 9月10日 火 －
・シットウェ→アン移
動（車両:7時間）

業務主任と同行程 高橋・橋口と同行程 アン／ピィ

11 9月11日 水 －
・アン→タンドウェ移
動（車両:7～8時間）
・沿道ヒアリング

業務主任と同行程 高橋・橋口と同行程 タンドウェ

12 9月12日 木 －
・タンドウェ→ピィ移
動（車両:8時間）

・タンドウェ→トング
アップ移動(車両:2時間)

・対象沿道ヒアリング
高橋・橋口と同行程

ピィ／タンド
ウェ

13 9月13日 金 －
・ピィ→ヤンゴン移動
（車両:6時間）

・タンドウェ→トング
アップ移動(車両)

・対象沿道ヒアリング
高橋・橋口と同行程

ヤンゴン／タン
ドウェ

14 9月14日 土 － ・帰国：[Yangon→
Bangkok]

機中泊／
タンドウェ

15 9月15日 日 －
東京・成田着

グワ

16 9月16日 月 － － パテイン

17 9月17日 火 － － ヤンゴン

18 9月18日 水 － － ・情報整理 高橋・橋口と同行程 ヤンゴン

19 9月19日 木 － － ・情報整理
・UNHCR聞き取り調査

高橋・橋口と同行程
ネピドー/ヤンゴ
ン

20 9月20日 金 － － ・情報整理
・BAJ聞き取り調査

高橋・橋口と同行程
ネピドー/ヤンゴ
ン

21 9月21日 土 － － ・現地調査結果概要（案）
準備

高橋・橋口と同行程 ヤンゴン

22 9月22日 日 － － ヤンゴン

23 9月23日 月 － － ・現地調査結果概要(案)
準備

高橋・橋口と同行程 ヤンゴン

24 9月24日 火 － －
・WHO聞き取り調査

・現地調査結果概要(案)
準備

高橋・橋口と同行程 ヤンゴン

25 9月25日 水 － － ヤンゴン

26 9月26日 木 － － ヤンゴン

27 9月27日 金 － － ヤンゴン

28 9月28日 土 － － 機中泊

29 9月29日 日 － －

・Ministry of Rail Transport 車両登録手続き聞き
取り調査
・現地調査結果概要（案）準備

・現地調査結果概要（案）準備

・団内協議、収集資料等の整理、現地調査結果概要修正等
・UNDP聞き取り調査（社会状況調査担当のみ）

・JICAミャンマー事務所へ現地調査結果概要(案)提出、第1次調査終了帰国挨拶
・ラカイン州の水路物資輸送について聞き取り調査

・帰国：[Yangon→Bangkok]

東京・成田着

・PWインセイン整備工場調査・協議
・現地調査結果概要（案）準備

・団内協議

・ラカイン州現地調査（タンドウェ～グワ）（車両）

・ラカイン州現地調査（グワ～ガタインチャン～パテイン）（車両）

・移動（パテイン～ヤンゴン）

・PWマヤンゴン機材管理センター協議
・現地輸送業者聞取り調査

・現地調査結果概要（案）準備

・ヤンゴン→ネピドー移動（車輌）
・PW フィールドレポート説明・協議

・PW 事業計画協議

・ネピドー→ヤンゴン移動（車両）

・PW道路建設特別ユニットNo.8協議(トング
アップ)

・PW道路建設特別ユニットNo.8協議(トング
アップ)

宿泊地

移動：［東京→Bangkok→Yangon］

団長と同行程

団長と同行程

団長と同行程

・PW インセプション説明・協議
・M/M協議

・M/M署名
・ネピドー→ヤンゴン移動
・16:00 在ミャンマー日本国大使館表敬訪問、M/M報告

・団内協議

・団内協議

・ PWマヤンゴン機材管理センター協議
・ 道路試験所調査・協議

・ヤンゴン→ピィ移動（車両:6時間）

・PWピンタワークショップ調査・協議
・ピィ→タンドウェ移動（車両:8時間）

第一回現地調査日程

日順 月日 曜日

コンサルタント
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官団員（JICA）

総括／計画管理 業務主任
副業務主任/

道路・橋梁整備計画

　　総括：三宅繁輝

　　計画管理：土橋徹
小宮  雅嗣 高橋　功

1 12月12日 木 - ヤンゴン

2 12月13日 金 - ネピドー

3 12月14日 土 日本出発→ヤンゴン ネピドー

4 12月15日 日
・団内協議

ヤンゴン

5 12月16日 月 ヤンゴン

6 12月17日 火 ヤンゴン

7 12月18日 水 ヤンゴン

・ヤンゴン出発 日本 機中泊

9 12月20日 金 - -

12月19日 木

・東京・成田着(07:35)

・団内協議

10:00 JICAミャンマー事務所への報告

14:00 ミャンマー日本国大使館への報告

・調査団員帰国：[ヤンゴン(19:40) TG306→バンコク(21:35/23:55)
TG642］

9:00 マヤンゴン機材管理センター協議

11:00 インセイン重整備工場協議

第二回現地調査（報告書案説明）日程

日順 月日 曜日

コンサルタント

宿泊地

・ヤンゴン→ネピドー移動（車両）
13:00 建設省公共事業局　調査結果概要書の説明・協議、MD（案）
説明

・団内協議

・ネピドー→ヤンゴン移動（車両）
・団内協議

移動：［東京（10:45）TG641→バンコク（15:45）/(17:55) TG305 →
ヤンゴン(18:40) ］

8:00 Myanmar Engineering Council 設立祝賀会出席

11:00 建設省公共事業局　MD署名・締結

8
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資料-３ 関係者(面会者)リスト 



 

3. 関係者（面会者）リスト 

 所属及び氏名 職位 

建設省公共事業局 
Public Works, Ministry of Construction 

Mr. Kyaw Linn Managing Director 

Mr. Han Soe Deputy Managing Director (Maintenance) 

Mr. Myo Nyunt Deputy Chief Engineer (Mechanical) 

Mr. Ohn Lwing Chief Engineer (Road) 

Mr. Khin Maung Kyaw Chief Engineer (Road) 

Mr. Shwe Lay Chief Engineer (Bridge) 

Mr. Thein Zaw Chief Engineer (Airfield) 

Mr. Kyaw Shein Deputy Chief Engineer (Planning) 
Mr. Khin Thet,  Deputy Chief Engineer (Airfield) 

Ms. Hla Hla Thue Superintending Engineer (Road) 

Dr. Hlaing Moe Deputy Superintending Engineer (Mechanical) 

Ms. Mya Mya Win Deputy Superintending Engineer (RRL) 

Mr. Nay Linn Tun Assistant Engineer (RRL) 

 

ラカイン州政府 
Rakhine State Government 

Mr. Hla Maung Tin Chief Minister 

Mr. Hla Haw Minister of Transportation 

Mr. Tha Tun Minister of Development Affair 

Mr. Tun Way Deputy Superintendent Engineer Ministry of Border 
Affair Department of Rural Development 

 

ラカイン州公共事業局 
Public Works, Ministry of Construction at Rakhine State 

Mr. Soe Taw Tu Htwo Superintending Engineer 

Mr. Aye Thwin, Deputy Superintending Engineer 

Mr. Khin Maung Than Deputy Superintending Engineer 

Mr. Kyaw Thet   Deputy Superintending Engineer 

Mr. Saw Thawdu Htoo  Deputy Superintending Engineer 

Mr. Kyaw Kyaw Htwe  Executive Engineer 

Mr. Min Thant Oo Assistant Engineer 

Mr. Zayar Soe Tint Assistant Engineer 
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国家計画局タンドェタウンシップ事務所 

National Planning Department at Thandwe Township 

Mr. Tin Thein, Assistant Director of National Planning and Economic 
Department 

 

農業局ラカイン州事務所 

Department of Agriculture, Rakhine State, Sittwe 

Mr. Khin Maung Win Deputy Director 

 

保健局ラカイン州事務所 

Department of Health, Rakhine State, Sittwe 

Dr. Aye Nying  State Health Director  

Dr. Win Win Mar State TB Officer 

Dr. Soe Win Paing  Team Leader Special Disease Control 

Dr. Mya Mya Than  Team Leader Nutrition Team 

Dr. Pyae Phyo San  Team Leader STD Champing 

Mr. Thein Nyunt State VBDC Sittwe

 

教育局ラカイン州事務所 

Department of Education, Rakhine State, Sittwe 

Mr. Myo Swe Director Director 

Mr. Hla Sein Tun  Deputy Director 

 

アンディストリクト病院 

Ann District Hospital 

Dr. Zaw Tun Consultant Surgery Specialist

 

トングアップ大学 

Tounggoke Collage 

Professor Thar Tun Maung Principal of Tounggoke College 
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トングアップタウンシップ病院 

Tounggoke Township Hospital  

Dr. Nyunt Oo Township Medical Officer  

 

国連人道問題調整事務所 ヤンゴン事務所  
UNOCHA Yangon Office  

Ms. Barbara Manzi Head of Myanmar Office 

 

国連高等難民弁務官 ヤンゴン事務所 
UNHCR Yangon Office  

Mr. Ayaki Ito Deputy Representative 

Ms. Noriko Takagi Senior Programme Officer 

Ms. Mai Terawaki Associate Programme Officer 

 

国連開発計画 ヤンゴン事務所 
UNDP Yangon Office  

Ms. Monica Rijal Early Recovery Specialist 

 

世界保健機関 ヤンゴン事務所 
WHO Yangon Office  

Dr. Liviu Vedrasco Health Cluster Coordinator 

 

ブリッジ・エーシア・ジャパン ヤンゴン事務所 
Bridge Asia Japan Yangon Office  

Ms. Akiko Mori Country Representative 

Mr. Kenichi Minoda Programme Manager 

Ms. Sayaka Yoshida Coordinator 

 

日本大使館 
Embassy of Japan 

松尾英明 参事官(経済・経済協力担当) 

中矢剛 二等書記官 
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JICA ミャンマー事務所 
JICA Myanmar Office 

三條明仁 次長 

佐藤恭之 所員 

森川真樹 企画調査員 
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1. ソフトコンポーネントを計画する背景 

「ミャンマー国ラカイン州道路建設機材整備計画」（以下、本計画と称す）は、ミャンマー連

邦共和国（以下、ミャンマーと称す）の中でも特に開発が遅れているラカイン州における地域

開発を目標とし、同州計画対象路線の道路工事において実施機関（建設省公共事業局）が直営

で工事を行うために必要な建設機材の調達を行うものである。 

ラカイン州における道路建設、維持管理のための既存建設機材は、ミャンマー建設省公共事

業局機械部下ミャンマー事務所の機材管理センター（ヤンゴン市マヤンゴン）において一元的

に管理されており、同管理センターの管轄下にあるラカイン州並びに各州に配備されている。

ラカイン州に配置された機材は、機械部から州内各地に配置された機材担当者により管理され

ているが、現状は紙による台帳管理であり、システム上の問題が散見される。 

このような状況の中、本計画により調達される建設機材が効率的に運用・維持管理されるた

めには、先方実施機関の保有機材及びスペアパーツ管理システムを強化することが肝要である

と考えられる。調達機材の初期操作指導や運用指導そのものは機材調達業務の一環として実施

することになるが、ソフトコンポーネントとしてコンピュータによる機材台帳管理システムを

導入することにより、稼働状況や運転時間等から調達機材の適切なメンテナンス時期や交換部

品の交換時期等を把握し、公共事業局自身により機材を長期運用するための管理技術の習得を

目的とする。本システムの導入後においては、本計画の調達機材だけでなく既存保有機材及び

スペアパーツに対する適切な管理の実現に資することが期待できる。 

また、本ソフトコンポーネントでは機材管理システムの強化に加え、ラカイン州整備対象路

線の一部区間においてパイロット施工を実施する。パイロット施工は、本計画調達機材を用い

た道路整備の品質を確保するため、機材の適正配置や施工手順などの技術習得を狙うものであ

る。パイロット施工を通じて本計画調達機材を応用的に操作・管理するための技術の習得を図

るとともに、パイロット施工一連の中で実践的に機材管理システムを活用することにより、本

システムの効率的な運用を継続していくための手順・手法について習熟度を深めることが可能

となる。 

また、本計画調達機材のひとつである橋梁点検車について、ラカイン州整備対象路線上の既

設橋梁をモデルケースとした運用指導を実施する。同機材は、橋梁に対する健全度調査のほか、

経年劣化や損傷の早期発見、ならびに簡易な補修作業においても有効活用が期待される。一方

で、先方実施機関においては同機材を活用した橋梁維持管理手法の習得が必要であると考えら

れるところ、既設橋梁の点検手法ならびに簡易な維持補修手法（清掃、追加塗装等）等の技術

を指導することにより、橋梁の延命を狙った効率的な保全技術の習得が可能となる。 

2. ソフトコンポーネントの目標 

上記の背景を踏まえ、プロジェクトの効果発現と持続可能性の観点から以下の目標を設定す

る。 

 本計画にて調達予定の道路建設機材が、その施工性能を十分に発揮して道路建設に活用
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されるとともに、既存保有機材及びスペアパーツとともに効率的な運用・維持管理のも

とに置かれる。 

 本計画にて調達予定の橋梁点検車が、橋梁の点検・補修に効率的に活用されるとともに、

既存の橋梁ストックが体系的かつ効率的な維持管理のもとに置かれる。 

3. ソフトコンポーネントの成果 

本計画によるソフトコンポーネント完了時の直接的成果を以下に記す。 
 

成果 1： ラカイン州公共事業局職員が機材ストックヤード及び建設サイトに配置され

る機材の稼働状況、メンテナンスの必要性・緊急性を把握し、機材管理セン

ター（ヤンゴン市）との体系的な管理手法を習得することにより故障時にお

いても迅速な対応ができるようになる。 

成果 2： ラカイン州公共事業局職員の道路建設にかかる施工管理能力が向上するとと

もに、本計画調達機材の性能を十分に発揮するための施工技術が習得される。

成果 3： ラカイン州公共事業局職員が橋梁の日常点検及び定期点検の実施頻度、点検

項目、損傷度の評価方法等を理解し、点検結果の蓄積に基づき既設橋梁の健

全度・損傷度を把握するとともに、必要に応じ補修計画に反映できるように

なる。 

4. 成果達成度の確認方法 

本計画によるソフトコンポーネントの成果達成度を確認するため、成果毎の確認項目を以下

の通り設定する。達成度の確認にあたっては、ソフトコンポーネント対象者への事前・事後の

アンケート調査により評価を行う。 
 

成果 達成度の確認項目 
成果 1： 

ラカイン州公共事業局職員が機材ストックヤー

ド及び建設サイトに配置される機材の稼働状況、

メンテナンスの必要性・緊急性を把握し、機材管

理センターとの体系的な管理手法を習得するこ

とにより故障時においても迅速な対応ができる

ようになる。 

1. 本計画調達機材及びスペアパーツの稼働状況、在庫状

況を適切に把握できるか。 
2. データベースを活用した台帳管理の手法・手順を理解

し、正確なデータ管理を実施できるか。 
3. 機材管理状況について機材管理センターへの定例報告

の重要度を理解し、実践しているか。 
4. 本調達機材の管理手法を基にラカイン州内の既存保有

機材をリスト化することにより配置状況、稼働状況を

管理できるか。 
5. 調達機材の長期運用のため、機材メンテナンスや交換

部品の交換時期について台帳管理システムを有効活用

できるか。 
成果 2： 
ラカイン州公共事業局職員の道路建設にかかる

施工管理能力が向上するとともに、本計画調達機

材の性能を十分に発揮するための施工技術が習

得される。 

1. 施工サイトにおいて本調達機材を安全かつ適切に運転

できるか。 
2. 本調達機材の機能・性能を十分に発揮し、土工・舗装

の締固め品質、及び平坦性を向上した施工ができるか。

3. 設計図書・仕様通りの工事材料を調達し、安全監理を

含む施工計画に沿った施工が実施できるか。 
成果 3： 
ラカイン州公共事業局職員が橋梁の日常点検及

び定期点検の実施頻度、点検項目、損傷度の評価

方法等を理解し、点検結果の蓄積に基づき既設橋

梁の健全度・損傷度を把握するとともに、必要に

応じ補修計画に反映できるようになる。 

1. 安全確保した実施計画に沿った橋梁点検作業を実施で

きるか。 
2. 橋梁の損傷あるいは劣化の種類、原因等を理解すると

ともに、点検結果をデータとして管理できるか。 
3. 橋梁の損傷度に応じた対策を理解し、補修計画に反映

できるか。 
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5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

(1) 活動内容 

本ソフトコンポーネントは、ラカイン州に配置される公共事業局関連施設（道路建設特別ユ

ニット No.8、飛行場建設特別ユニット No.8）の担当職員を対象に実施する。ラカイン州を含む

下ミャンマー地域における機材は、下ミャンマー機械部（図 5-1 参照）が統括管理しており、

ラカイン州各施設（図 5-2 参照）に同機械部から配置された職員が維持管理を担当している。 
 

 

図 5-1 機械部組織図 

 

図 5-2 ラカイン州に配置されている機械部組織図 
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本計画のソフトコンポーネントは、ラカイン州公共事業局の機材担当職員及びエンジニアを

対象とした受注コンサルタントによる直接支援型とし、ソフトコンポーネントの成果を達成す

るための活動内容を成果毎に以下に記す。 

1) 成果 1 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

機材台帳システム管理者、メカニック 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

配置機材の故障や老朽化により稼働できな

い機材があるが、簡易メンテナンスの設備が

不十分であり、さらに中央組織である機材管

理センター（ヤンゴン市）からのスペアパー

ツ支給が遅れがちであることから、適切な維

持管理の実施及び故障時の迅速な修理が課

題となっている。 

本計画により調達される移動式ワークショ

ップの活用により日常の簡易メンテナンス

を適切に行う。また、機材の長期運用のため、

パソコンのデータベースにより配置機材の

稼働状況等を適切に管理し、機材管理センタ

ー及び公共事業局ラカイン州事務所に定例

報告を行う。 

(c) 対象者 

ラカイン州道路建設特別ユニットNo.8担当職員、ラカイン州飛行場建設特別ユニットNo.8

担当職員、機材管理センター担当職員（合計約 20 名） 

※ラカイン州の担当職員を対象とした研修であるが、中央組織である機材管理センター担当職員も参加さ

せる。これは、「平成 24 年度ミャンマー国カレン州道路建設機材整備計画」のソフトコンポーネントに

より、機材管理センターにおける機材管理システム強化を目的とした研修が計画（2014 年 9 月に実施）

されていることから、中央組織と地方組織の役割分担についてラカイン州担当職員の理解を深めるとと

もに、機材管理センターへの定例報告体制を確立するためである。 

(d) 実施方法 
 

実施場所 道路建設特別ユニット No.8 事務所（ラカイン州トングアップ） 

実施期間 第 1 回目：実技指導 0.9 ヶ月（活動日 15 日、移動日 8 日、休日 4 日） 

第 2 回目：評価・フォローアップ 0.6 ヶ月（活動日 6 日、移動日 8 日、休日 4 日）

活用教材 - 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

- 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

実習用機材 - デスクトップパソコン 2 台 

- 管理データベース（汎用ソフトウェア） 

※調達するソフトウェアとしては操作性に優れた「FileMaker」を推奨する。 

活動内容 本研修は、調達機材の長期的にわたる効率的運用ノウハウを確実に習得するた

め、実技指導ならびに評価・フォローアップの計 2 回、研修活動を実施する。 
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以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目： 

本計画調達機材及びスペアパーツの台帳管理データベースを導入し、管理システ

ムの運用ノウハウを習得するために上記 2 つのマニュアルに沿って研修を行う。

本ソフトコンポーネントでは計画の一環としてラカイン州整備対象道路の一部

区間においてパイロット施工を実施することから、本計画調達機材の施工サイト

への配置をケーススタディとする。 

実施時期は本計画調達機材の引き渡し後とし、主な研修内容は以下の通りであ

る。 

- データベースソフトウェアの概要説明、オリエンテーション：0.5 日間 

- 機材諸元（メーカー・モデル、調達先、登録番号等）のデータ入力 

：2 日間 

- 機材の稼働状況、出入庫管理：2 日間 

- スペアパーツ、消耗品の在庫管理：2 日間 

- 機材の稼働時間、燃料・オイル消費量の管理：1 日間 

- 定期点検・メンテナンスの実施計画：3 日間 

（稼働時間、走行距離等による実施計画を立てる） 

- 定期点検・メンテナンスの実施記録：2 日間 

- 本計画調達機材の配置状況、稼働状況、メンテナンス記録等についてヤン

ゴン市の機材管理センターに定例報告：1 日間 

- 上記活動を対象者自らが実施するためのフォローアップ：0.5 日間 

- 研修後、飛行場建設特別ユニット No.8 へのシステム配置支援：1 日間 

 

なお、道路建設特別ユニット No.8 での第 1 回目研修終了後、デスクトップパソ

コン 2 台のうち 1 台を同ユニットに残し、残り 1 台を飛行場建設特別ユニット

No.8 に配置する。 

 

管理データベースの入力フォーム例 
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第 2回目： 

第1回目の研修で習得したノウハウを用いてのデータベース活用状況について確

認及び評価を行う。 

また、ラカイン州内に配置されている保有機材を管理システムにリスト化する作

業を支援する。これは、将来的に本計画調達機材だけでなく、本管理システムに

より州内すべての保有機材を管理対象とするための支援であり、ラカイン州機材

担当者が自立してシステムを活用できるかを念頭に習熟度を評価し必要に応じ

てフォローアップを行う。 

現地での活動は、評価 2 日、フォローアップ 1 日を 2 箇所のシステム配置場所（道

路建設特別ユニット No.8 及び飛行場建設特別ユニット No.8）で行うため、合計

6 日間とする。 

 

2) 成果 2 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

道路エンジニア、機材オペレータ 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

既存の保有機材を用いて舗装工事を実施で

きる。 
本計画により調達される 新機材を効率的

に活用することでより品質の高い道路を施

工することができる。 

(c) 対象者 

ラカイン州道路担当エンジニア、機材オペレータ 

(d) 実施方法 
 

実施場所 ラカイン州整備対象路線のうち、南起点トングアップ付近の約 200m 区間 

実施期間 第 1 回目：0.5 ヶ月（パイロット施工準備） 

第 2 回目：1.5 ヶ月（パイロット施工指導） 

活用教材 - 道路施工マニュアル 

実習用機材 - 本計画にて調達予定の道路建設機材 
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活動内容 本パイロット施工は、施工時における現地指導のほか、施工計画・資機材調達等

の準備内容について事前に公共事業局と確認・協議を行うことが必要であること

から、計 2 回の現地活動を実施する。 

以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目： 

パイロット施工を円滑に開始するため、実施機関である公共事業局の関係者と協

議を行い、予算状況、施工計画、工事材料の調達状況等について確認する。 

 

第 2回目： 

パイロット施工を通じて以下の技術指導を行う。 

- 作業工程、現場状況に応じた効率的な機材投入 

- 現場状況に応じ本計画調達機材の施工性能を発揮するための運転操作 

- 機材管理センター及びラカイン州事務所への機材状況の適宜報告 

- 施工時の必要に応じた安全対策指導（交通規制、重機周りへの立ち入り防

止措置等） 

 

 

3) 成果 3 に対する活動 

(a) 必要な技術・業種 

ラカイン州道路･橋梁エンジニア、機材オペレータ 

(b) 技術水準 
 

現状の技術水準 必要とされる技術水準 

ミャンマーはこれまでに橋梁点検車を導入

した実績を持たず、したがって同機材を活用

した橋梁の維持管理手法が確立されていな

い。 

既存橋梁の点検計画にしたがい点検作業を

実施し、点検結果を橋梁台帳に記録するとと

もに、損傷内容・レベルに応じ補修計画に反

映する。 

パイロット施工実施予定区間
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(c) 対象者 

ラカイン州道路建設特別ユニットNo.8担当職員、飛行場建設特別ユニットNo.8担当職員、

公共事業局維持管理部局職員（合計約 15 名） 

(d) 実施方法 
 

実施場所 道路建設特別ユニット No.8 事務所（ラカイン州トングアップ） 

キエシャイ橋（研修モデルとして整備対象路線上の既存橋梁を抽出） 

実施期間 国内作業：0.5 ヶ月（活動日 10 日） 

現地作業：1.1 ヶ月（活動日 18 日、移動日 7 日、休日 8 日） 

活用教材 - 橋梁点検ハンドブック 

- 橋梁台帳 

実習用機材 - 管理データベース（橋梁台帳用の汎用ソフトウェア） 

- 本計画にて調達予定の橋梁点検車 

活動内容 本研修は、研修教材作成のための国内準備、ならびに現地での実技指導を実施す

る。 

以下に、各活動内容を示す。 

 

第 1回目（国内作業）： 

現地研修のための活用教材を作成する。 

- 橋梁点検ハンドブック（英文）の作成：4 日間 

- 橋梁台帳（英文）の作成：6 日間 

 

第 2回目（現地作業）： 

上記国内作業で作成した橋梁点検ハンドブック及び橋梁台帳を用い、ラカイン州

整備対象路線上の 2 橋梁を対象に実技指導を行う。 

- 橋梁点検ハンドブックの概要説明、オリエンテーション：1 日間 

橋梁台帳（和文）の入力フォーム例 
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- 橋梁台帳の運用手法説明、初期データ入力：3 日間 

- 現場点検作業の手順説明（安全指導含む）、橋梁の損傷事例紹介：3 日間 

- 既存橋梁点検の実技指導：5 日間 

- 点検結果に基づく台帳入力・管理指導：3 日間 

- 損傷内容・レベルに応じた日本の補修対策事例紹介：1 日間 

- 上記活動を対象者自らが実施するためのフォローアップ：2 日間 

 

(2) 実施リソース 

1) 日本側 

ソフトコンポーネントを実施するために派遣する人材、派遣期間、及び主な活動内容につ

いて以下に記す。なお、研修対象となる公共事業局地方職員の英語によるコミュニケーシ

ョン能力不足に鑑み、英緬通訳を主業務とする現地傭人を傭上する。 

 

担当分野 人数 期間（M/M） 主な活動内容 
機材計画 
（日本人技術者） 

1 名 1 回目：0.9M/M 
2 回目：0.6M/M 
合計：1.5M/M 

1 回目：台帳管理システムの研修指導 
2 回目：システム活用状況の確認・評価 

道路計画 
（日本人技術者） 

1 名 1 回目：0.5M/M 
2 回目：1.5M/M 
合計：2.0M/M 

1 回目：パイロット施工準備 
2 回目：パイロット施工技術指導 

橋梁点検計画 
（日本人技術者） 

1 名 1 回目：0.5M/M 
2 回目：1.1M/M 
合計：1.6M/M 

1 回目：活用教材の作成 
2 回目：現地実技指導 

通訳兼補助要員-1 
（現地傭人） 

1 名 1 回目：0.9M/M 
2 回目：0.6M/M 
合計：1.5M/M 

機材計画日本人技術者の通訳兼補助 
- 研修時の英緬通訳 
- マニュアル等の翻訳（必要に応じ） 

通訳兼補助要員-2 
（現地傭人） 

1 名 1 回目：0.5M/M 
2 回目：1.5M/M 
合計：2.0M/M 

道路計画日本人技術者の通訳兼補助 
- パイロット施工時の英緬通訳 
- マニュアル等の翻訳（必要に応じ） 

通訳兼補助要員-3 
（現地傭人） 

1 名 1 回目：国内作業に 
つき不要 

2 回目：1.1M/M 
合計：1.1M/M 

橋梁点検計画日本人技術者の通訳兼補助 
- パイロット施工時の英緬通訳 
- 橋梁点検ハンドブック等の翻訳（必要に

応じ） 

 

2) ミャンマー側 

ソフトコンポーネントを実施するためにミャンマー側が投入すべき人材等について以下に

記す。 

A5-10



 

 

担当分野 投入人数 期間 
機材管理担当 20 名程度 1 回目：0.9 ヶ月 

2 回目：0.6 ヶ月 
合計：1.5 ヶ月 

工事責任者、道路エンジニ

ア、作業員 
パイロット施工

の工種に応じて

適宜投入 

1 回目：0.5 ヶ月（作業員除く） 
2 回目：1.5 ヶ月 
合計：2.0 ヶ月 

橋梁点検・維持管理担当 15 名程度 1 回目：国内作業につき投入不要 
2 回目：1.1 ヶ月 
合計：1.1 ヶ月 

 

(3) 成果品の種類 

1) 日本側 

 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

 橋梁点検ハンドブック 

 橋梁台帳 

2) 日本側及びミャンマー側 

 機材台帳管理システムの運用フロー 

（中央と地方の定例報告体制等を含む運用フロー） 

 橋梁点検業務の運用フロー 

（中央と地方の定例報告体制等を含む運用フロー） 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントにおける台帳管理システム研修においては、データベースによる台

帳管理システムを活用して相手側実施機関の体制強化を図るとの観点から、ローカルリソース

ではなく日本人技術者が相応しいと考えられる。その理由としては、①ミャンマーの現状にお

いては、本計画調達機材のような多種にわたる建設機材をコンピュータで台帳管理する手法は

普及しておらず、ローカルリソースでは対応不可能である点、さらに、②本計画により調達さ

れる機材の大部分は本邦メーカーの製品が想定されていることから、これら調達機材の運用・

管理ノウハウ等においても日本人技術者が も精通している点、などが挙げられる。 

同様に、パイロット施工については、本邦建設機材に精通した日本人技術者が機材管理シス

テムと連携のもと現地指導することにより、本計画調達機材を用いた道路整備の品質向上に資

するものである。 

また、橋梁点検車を活用した橋梁点検研修についても、経年劣化または損傷した既存橋梁ス
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トックを効率的に点検・管理する手法は我が国独自の優れた技術であり、日本人技術者による

実施が適している。 

したがって、本ソフトコンポーネントにおいては、受注コンサルタントが直接実施すること

が適切である。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

本ソフトコンポーネントの実施工程を以下に示す。 

  
2015
年 

      

  6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

 調達・工事工程 
       

ソ
フ
ト
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト 

台帳管理システムの研修 
       

パイロット施工の準備及び実施 
       

橋梁点検の研修 
       

報告書提出時期 
       

注）ミャンマーでは 5 月～10 月が雨季にあたる。 

8. 成果品の種類 

ソフトコンポーネントにより作成する成果品を以下に示す。 

 建設機材運行記録マニュアル（運転台帳） 

 建設機材運転維持管理マニュアル（スペアパーツ管理台帳） 

 橋梁点検ハンドブック 

 橋梁台帳 

 ソフトコンポーネント完了報告書 

完了報告書は以下の成果品を含む。 

- 施工写真等の活動記録 

- 上記マニュアル類、システムの運用フロー 

- 実施機関職員への事前・事後アンケート結果 

- 施主に提出した Final Report 

成果 2 

成果 3 

プログレスレポート

（施主） 
進捗状況報告書 

（JICA） 

ファイナルレポート

（施主） 
完了報告書 

（JICA） 

成果 1 成果 1 

機材検収・引渡し プロジェクト完工

成果 2 

成果 3 

（国内作業） 
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9. ソフトコンポーネントの概略事業費 

事業費については非公開。 
 

10. 相手国側の責務 

ソフトコンポーネントの目標が達成されるためには、ソフトコンポーネントの実施による成

果に加え相手側実施機関が果たすべき責務として以下のような項目が挙げられる。 

 ソフトコンポーネントにより習得した機材管理システム、ならびに橋梁点検のノウハウ

を継続的に運用するため、組織内において習得した技術や管理手法の普及及び水平展開

を行う。 

 本計画による調達機材を活用して計画対象道路の整備を遅滞なく進め、機材管理システ

ムを活用しての効率的な機材運用・維持管理を実施する。 

 機材管理システムを活用しての運用・維持管理を適切に行うため、本計画による調達機

材の維持管理、及びスペアパーツの追加調達に必要な予算を確保する。 
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資料-６ 参考資料 

 

６－１ 対象道路調査概要 
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A6-1



 
対

象
候

補
-1
：

 
ト

ン
グ

ア
ッ

プ
‐
マ

エ
イ

-ア
ン

道
路

（
約

14
0k

m
）

 
対
象

候
補

-2
：

 
タ
ン

ド
ウ

ェ
‐
グ

ワ
ァ

-ガ
タ
イ
ン

チ
ャ
ン

道
路

（
約

18
2k

m
）

 
対

象
候

補
-3
：

 
ミ

ン
ビ

ャ
‐
ポ

ー
ト

ー
道
路
（

約
34

km
）

 
既
存

道
路
の
現
況

 
【

道
路
】

 
全
線

14
0k

m
は

、
道
路
幅

6m
～

9m
が
構

築
さ
れ

、舗
装
幅
は
、
約

3.
6m

(1
2

フ
ィ

ー
ト

)で
あ

る
。

そ
の

舗
装

は
、

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

浸
透

式
舗

装
が

約

24
%
、
砕

石
に

よ
る

マ
カ
ダ
ム

舗
装

が
約

76
％

で
あ
る
。
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

舗
装

区
間

は
、

平
坦

で
は

な
く

か
な

り
の

箇
所

に
穴

が
あ
き

、
走

行
性

を

損
ね

て
い

る
。

マ
カ

ダ
ム

舗
装

区
間

は
、

砕
石

の
サ

イ
ズ
が

揃
っ

て
い

な

い
こ
と
か

ら
、
凹
凸

が
み
ら
れ
る

。
 

平
坦
お
よ

び
丘
陵
地

の
平
面
線

形
は
、
緩
や

か
で
あ
る

が
山
岳

地
の
線
形

は
、
曲
線
半
径

30
m

程
度
の
小
さ

な
曲
線
が
左
右

に
連
続
す

る
。
平
坦
地

、

丘
陵
地
の

縦
断
は
、
ほ
ぼ
平
坦
で

あ
る
が
、
山
岳
地

の
そ
れ
は
、

10
%
程

度

の
急
勾
配

と
な
っ
て

い
る
。

 

【
道

路
】

 
全

線
18

2k
m
は
、
道

路
幅

6m
～

9m
が

構
築

さ
れ
、舗

装
幅
は

、
約

3.
6m

(1
2

フ
ィ

ー
ト

) 
で

あ
る

。
そ

の
舗

装
は

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
浸

透
式

舗
装

が
約

67
%
、
砕
石

に
よ

る
マ

カ
ダ
ム
舗

装
が

約
33

％
で

あ
る
。
タ

ン
ド

ウ
ェ
～

グ
ワ

ァ
間

は
、

平
坦

な
地

域
を

通
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
平

面
・

縦
断

線
形

共
に

穏
や

か
で

あ
る

。
各

地
で

拡
幅

改
良

、
バ

イ
パ

ス
お

よ
び

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
梁

建
設

が
公

共
事

業
局

に
よ

っ
て

行
わ

れ
て

い
る

。
グ

ワ
ァ

～
ガ

タ
イ

ン
チ

ャ
ン

間
は

、
山

脈
を

越
え

る
こ

と
か

ら
平

面
、

縦
断

と
も

に
厳

し
く

、
大

12
%
を
超

え
る
急

勾
配
区

間
も

あ
る

。
こ
の
区

間
も

拡
幅
改

良
が

各
地
で
行

わ
れ
て
い
る
。

 

【
道
路
】

 
全
線

34
km

の
道

路
区
間
は
、

冠
水
を
避
け
る
た
め
、

1～
2m

の
盛
土

構

造
と
な
っ

て
い
る
。
道
路
幅
員

は
、
約

3.
6m

（
12

フ
ィ
ー
ト

）
の
舗

装
と

こ
れ
に
土

の
路
肩
が
左
右

2m
程
度

設
置
さ
れ
て

い
る
。
そ

の
舗
装

は
、
起

終
点

の
市

街
地

の
み

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

浸
透

式
舗

装
と

な
っ

て
お

り
、

そ
の

割
合
は
、
約

5%
、
そ
の

他
は
、
砕
石

に
よ
る
マ

カ
ダ
ム
舗
装

で
約

99
％

で

あ
る

。
軟

弱
地

盤
上

の
で

あ
る

こ
と

、
マ

カ
ダ

ム
舗

装
の

砕
石

の
大

き
さ

が
不

揃
い

で
あ

る
こ

と
、

十
分

な
転

圧
が

行
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
ス

ム
ー
ズ
な

走
行
が
困
難
で
あ
る
。

 
平
坦
地
を

通
過
し
て

い
る
こ
と

か
ら
、
平
面

お
よ
び
縦

断
線
形

は
緩
や
か

で
あ
る
。

 
【

橋
梁
】

 
本
区
間
に

は
、
中
小

合
わ
せ
て

31
0
か
所
の
橋
梁

が
あ
る
。

そ
の
内

29
4

橋
は
、
鉄

筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
橋

で
整
備
済
み

で
あ
る
。
残
る

16
橋
は
、
ベ

イ
リ

ー
橋

あ
る

い
は

木
橋

で
あ

る
が

、
順

次
コ

ン
ク

リ
ー
ト

橋
へ

の
架

け

替
え
が
計

画
さ
れ
て

い
る
。

 
50

m
以

上
の
長
大
橋

は
、

6
橋
あ

り
、
そ
の
う

ち
5
橋
は

整
備
済

み
で
あ

る
。
残
る

1
橋

は
、
ト

ン
グ
ア
ッ
プ

か
ら
約

20
km

の
地
点
に

あ
る
タ

ン
ル

ウ
ェ
橋
（
橋
長

60
0
フ
ィ
ー
ト
（

約
18

0m
）
、

7
径

間
）
で
あ
る

。
現

在
は

幅
員

3.
6m

の
ベ
イ
リ

ー
橋
で
あ
る

が
、

20
15

年
度
予
算
に
よ

り
公
共

事
業

局
が

鋼
橋

（
プ

レ
ー

ト
ガ

ー
ダ

ー
）

へ
の

上
部

工
架

け
替
え

工
事

を
計

画

し
て
い
る

。
 

【
橋

梁
】

 
本

区
間
に
は
、

中
小
合
わ

せ
て

58
4
か
所

の
橋
梁
が

あ
る
。
そ

の
内

25
5

橋
は

、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
橋
で
整

備
済
み

で
あ
る
。

残
る

32
9
橋

は
、
ベ

イ

リ
ー

橋
あ

る
い

は
木

橋
と

な
っ

て
い

る
。

こ
れ

ら
の

橋
も

順
次

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
に
作
り

替
え
ら
れ
て
い

る
。

 
タ

ン
ド
ウ
ェ
か

ら
70

km
程
に

あ
る

K
ya

uk
pa

su
p
橋

（
橋
長
約

10
0m

、

ベ
イ

リ
ー
橋
）

は
、

20
16

年
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
橋

と
し
て
整

備
が
予
定
さ

れ
て

い
る
。

 

【
橋
梁
】

 
本
区
間
に

は
、
長
大
橋

4
橋
を
含
む

20
か
所

の
橋
梁
が
あ

る
。
中

小
橋

16
橋
の

内
、

6
橋
は
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト

橋
で
整
備

済
み
で
あ
る

。
残
る

10
橋

は
、
木

橋
と
な
っ
て
い
る
。

 
こ

の
地

区
の

大
河

川
で

あ
る

シ
ュ

ウ
ニ

ェ
川

を
渡

河
す

る
シ

ュ
ウ

ニ
ェ

橋
梁

、
シ

ン
コ

ン
タ

イ
ン

川
を

渡
河

す
る

シ
ン

コ
ン

タ
イ

ン
橋

梁
が

建
設

中
で
あ
る

。
シ

ュ
ウ
ニ
ェ

橋
は
、
橋
長
約

36
5m

の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
、
ト
ラ

ス
形

式
の

橋
梁

で
、

下
部

工
が

完
了

し
、

上
部

工
の

建
設

中
で

あ
る

。
い

ず
れ
も

20
14

年
度
の
完

成
を
目
指

し
て
い
る
。

 

実
施

機
関
（
建

設
省
公
共
事
業
局

）

に
よ

る
整
備
状
況

 
本
区
間
の

道
路
は
、

2
区
間
に

分
け
て
建
設

・
維
持
管

理
さ
れ

て
い
る
。

南
側
ト
ン

グ
ア
ッ
プ

～
マ
エ
イ
間

72
km

は
、
ト

ン
グ
ア
ッ
プ

に
事
務

所
を

置
く
道
路

建
設
特
別

ユ
ニ
ッ
ト

N
o.

8、
北
側

ア
ン
～
マ
エ
イ

間
68

km
は

、

ア
ン
に
事

務
所
を
置

く
飛
行
場
建

設
特
別
ユ

ニ
ッ
ト

N
o.

8 
が
担
当

す
る
。

 

本
区
間
の
道
路

は
、

2
区

間
に
分
け
て

建
設
・
維

持
管
理
さ

れ
て
い
る
。

タ
ン

ド
ウ
ェ
～

グ
ワ
ァ
間
約

13
4k

m
は
、

タ
ン
ド
ウ

ェ
地
区
事

務
所
が
担

当
す

る
。
グ
ワ
ァ

～
ガ
タ
イ
ン

チ
ャ
ン

48
km

は
、
ガ

タ
イ
ン
チ

ャ
ン
に
事

務
所

を
置
く
道

路
建
設
ユ
ニ
ッ

ト
特
別

ユ
ニ
ッ
ト

N
o.

2
が
担
当

す
る
。

 

本
区
間
の

道
路
は
、
シ

ッ
ト
ウ
ェ

地
区
事
務

所
に
よ
っ
て
建

設
・
維
持
管

理
さ
れ
て

い
る
。

 
本
区
間
の

長
大
橋
の

建
設
は
、
州

内
ミ
ン
ビ

ャ
に
所
在

す
る
橋

梁
建
設
特

別
ユ
ニ
ッ
ト

N
o.

8
が
担
当

す
る
。

 
想
定

さ
れ
る
整
備
効

果
 

走
行
時
間
が

5
時
間

30
分
か
ら

2
時
間

30
分
に

な
り
、
約

55
%
の
時

間

便
益
が
想

定
さ
れ
る

。
  

走
行
時
間
が

7
時
間

30
分
か
ら

3
時
間

30
分
に
な
り

、
約

53
%
の
時
間

便
益

が
想
定
さ

れ
る
。

 
現
在
建
設

さ
れ
て
い
る

2
橋
の

区
間
で
は
、
現
状
で
は

ボ
ー
ト

に
よ
っ
て

交
通
を
確

保
し
て
い
る
。

 
橋
梁
が
完

成
し
、
道

路
が
整
備

さ
れ
た
後
に

は
、
約

40
分
で

の
通
行
が

可
能
と
な

る
。

 
我
が

国
支
援
と
の
関

連
性

 
本
区
間
の

6
箇
所
の

橋
梁
に
つ

い
て
は
、
有
償
資
金

協
力
「

貧
困

削
減
地

方
開
発
（

フ
ェ
ー
ズ

1）
」
に
お
い

て
改
修
事
業
が

計
画
さ
れ

て
い
る

。
 

な
し

 
な

し
 

沿
線

の
社
会
状
況

 
裨
益
住
民

62
,2

72
人

(約
44

4.
8
人
／

km
) 

 
沿

線
住

民
の

約
93

%
が
ラ
カ
イ

ン
族
で

あ
り

、
そ

の
次
に
チ

ン
族

、
ビ

ル

マ
族
と
な

っ
て
い
る

。
ご
く
少

数
で
は
あ
る

が
、
カ
チ
ン
族
、
カ
レ
ン
族

、

モ
ン

族
が

ト
ン

グ
ア

ッ
プ

の
街

に
居

住
し

て
い

る
。

ラ
カ
イ

ン
族

は
仏

教

徒
が

多
く

、
対

象
道

路
沿

線
に

も
仏

教
寺

院
が

散
見

さ
れ
た

。
チ

ン
族

は

キ
リ

ス
ト

教
徒

が
多

い
と

さ
れ

て
い

る
が

、
今

回
対

象
道
路

沿
線

に
は

居

住
人
数
も

少
な
い
た

め
か
、
教
会

な
ど
は
見

ら
れ
な
い

。
 

山
間
部
の

た
め
、
ラ

カ
イ
ン
州

の
主
要
産
業

で
あ
る
コ

メ
は
比

較
的
少
な

い
。

一
方

で
道

路
沿

線
に

は
ゴ

ム
の

木
が

散
見

さ
れ

た
。
ま

た
、

チ
ャ

オ

ピ
ュ

ー
へ

続
く

海
岸

線
付

近
に

は
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
が

多
く

生
息

し
て

い

る
。

マ
エ

イ
付

近
の

山
で

は
「

ロ
イ

ヤ
ル

オ
ー

キ
ッ

ド
」
と

呼
ば

れ
、

学

校
の

卒
・

入
学

式
や

結
婚

式
な

ど
で

贈
り

物
と

し
て

重
宝
さ

れ
る

蘭
の

卵

が
採
取
で

き
る
。

 
対
象
道
路

沿
線
付
近

に
は

33
の
小

学
校
、

3
の

中
学
校

、
5
の

高
校
が

位

置
し
て
い

る
お
り
、

学
生
は
計

13
,5

53
人
、
教
師

は
52

0
人

在
籍
し

て
い

る
。

ラ
カ

イ
ン

州
教

育
局

に
よ

る
と

、
本

年
度

学
校

の
新
規

建
設

・
施

設

増
築
を
ラ

カ
イ
ン
州

全
土
で

22
0
案
件
予
定
し

て
い
る
。
対

象
道
路

が
位

裨
益
住
民

90
,4

99
人

(約
49

7.
2
人

／
km

) 
 

沿
線

住
民
の
約

51
%
が
ビ
ル
マ

族
で
あ

り
、
約

46
%
が
ラ
カ
イ

ン
族
で
あ

る
。

そ
の

他
チ

ン
族

、
シ

ャ
ン

族
、

カ
レ

ン
族

と
、

外
国

人
登

録
と

し
て

イ
ン

ド
人
、
パ

キ
ス
タ
ン
人
が

居
住
し

て
い
る
。

 

作
物
と
し
て
は

コ
メ
、
落
花
生
、
コ

コ
ナ
ッ
ツ

、
海

産
物
が
よ
く

と
れ
る
。

ま
た

、
グ

ワ
付

近
で

は
自

生
の

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

が
見

ら
れ

た
。

雨
期

が
終

わ
り

乾
期

に
な

る
と

、
タ

ン
ド

ウ
ェ

の
ガ

パ
リ

ビ
ー

チ
に

よ
る

観
光

収
入

が
見

込
ま
れ
る

。
 

対
象
道
路
付
近

に
は
小
学
校

51
校
、
中
学
校

9
校
、
高
校

10
校
が
設
置

さ
れ

て
お
り
、
学
生
は

計
12

,9
92

人
、
教

師
は
計

62
6
人
在
籍
し

て
い
る
。

本
年

度
予
算
で

は
グ
ワ
タ
ウ
ン

シ
ッ
プ

に
小
学
校
を

10
校
、
タ

ン
ド
ウ
ェ

タ
ウ

ン
シ
ッ
プ

に
小
学
校

19
校

、
高
校

1
校
の
新
築
・
改
築
を

行
う
予
定

で
あ

る
。

 
一

方
、
対
象
道

路
沿
線
付

近
に
準

地
域
ヘ
ル
ス
セ

ン
タ
ー
が

10
棟
、
地

域
ヘ

ル
ス
セ
ン

タ
ー
が

15
棟
、
病
院
が

2
棟
設
置
さ

れ
て
お
り
、
医
師
は

5
人
、
助
産

師
は

22
人
配

置
さ
れ
て
い

る
。
タ
ン

ド
ウ
ェ
の

街
に
は
専
門

裨
益
住
民

10
,2

60
人

(3
00

.2
人
／

km
) 

沿
線
住
民
の

10
0%

が
ラ
カ
イ
ン

族
で
あ

る
。

 
ラ
カ
イ
ン

族
に
は
仏

教
徒
が
多

い
が
、
仏
教

寺
院
な
ど

は
道
路

沿
線
に
は

見
ら
れ
な

い
。

 

作
物
と
し

て
は
コ
メ

、
豆
が
と

れ
る
。

 

対
象
道
路

付
近
に
は

小
学
校

6
校
、
中
学
校

1
校
、
が
設
置
さ

れ
て
お

り
、

学
生
は
計

1,
34

0
人
、
教

師
は
計

37
人

在
籍
し
て

い
る
。

(添
付
資
料

4－
2

参
照
。

) 
本
年

度
予

算
で
は
ポ

ー
ト

ー
タ

ウ
ン
シ

ッ
プ

に
て
小
学

校
を

10
校

、
高
校

を
1
校

、
ミ
ン

ビ
ャ
タ

ウ
ン
シ
ッ
プ
に

て
小
学
校

10
校
、
高
校

1
校
の
新

築
・
改
築
を
行

う
予
定

で
あ
る
。

 

一
方
、
対

象
道
路
沿

線
付
近
に
は

準
地
域
ヘ

ル
ス
セ
ン

タ
ー
が

2
棟
の
み

で
、
医
師

も
助
産
師
も
配
置
さ
れ

て
い
な
い

。
(添

付
資

料
7－

2
参

照
) 

本
年

度
予

算
で

は
ポ

ー
ト

ー
タ

ウ
ン

シ
ッ

プ
に

地
域

ヘ
ル

ス
セ

ン
タ

ー

を
1
棟
建

設
予
定
で
あ
る

。
 

 

A6-2



 
対

象
候

補
-1
：

 
ト

ン
グ

ア
ッ

プ
‐
マ

エ
イ

-ア
ン

道
路

（
約

14
0k

m
）

 
対
象

候
補

-2
：

 
タ
ン

ド
ウ

ェ
‐
グ

ワ
ァ

-ガ
タ
イ
ン

チ
ャ
ン

道
路

（
約

18
2k

m
）

 
対

象
候

補
-3
：

 
ミ

ン
ビ

ャ
‐
ポ

ー
ト

ー
道
路
（

約
34

km
）

 
置

し
て
い

る
ア
ン
タ

ウ
ン
シ
ッ
プ

で
は
計

16
校

、
そ
の
う
ち

1
校
が

高
校

の
新
規
建

設
・
増
設

で
あ
る
。
ト

ン
グ
ア
ッ

プ
タ
ウ
ン

シ
ッ
プ
で
は
計

12
校

、
そ
の

う
ち

4
校

が
中
学
校
、

1
校
が
高

校
で
あ
る
。

 
一
方
、
対
象
道
路
沿
線
付
近
に
は

準
地
方
ヘ

ル
ス
セ
ン

タ
ー
が

6
棟

、
地

方
ヘ
ル
ス

セ
ン
タ
ー

4
棟
、
病
院
が

2
棟

位
置
し
て

い
る
お
り

、
医

師
は
計

7
人
、
助

産
師
は

10
人

在
籍
し
て

い
る
。

(添
付
資

料
7－

2
参

照
) 

ラ
カ

イ
ン

州
保

健
局

に
よ

る
と

本
年

度
の

予
算

で
ラ

カ
イ

ン
州

全
土

の

医
療
施
設

新
設
・
増
設
は

10
案
件

を
予
定
し

て
い
る

。
対
象

道
路
付

近
で

は
ア
ン
タ

ウ
ン
シ
ッ

プ
に
準
地
方

ヘ
ル
ス
セ

ン
タ
ー
の

新
設

3
棟

を
予
定

し
て
い
る

。
 

医
師

が
配
置
さ

れ
て
い
る
病
院

が
設
置

さ
れ
て
い

る
。

 

本
年
度
予
算
で

は
グ
ワ
タ

ウ
ン
シ

ッ
プ
に
職
員
宿

舎
を

1
棟

建
設
予

定
で

あ
る

。
 

 

総
合

評
価

 
3
候
補

中
1
位

。
 

本
区
間
の

起
終
点
で

あ
る
ト
ン

グ
ア
ッ
プ
と

ア
ン
は
、
ラ
カ
イ

ン
州
の
主

要
都

市
で

あ
る

と
と

も
に

、
バ

ゴ
ー

管
区

や
マ

グ
ウ

ェ
ー
管

区
等

の
近

隣

管
区

と
ア

ク
セ

ス
す

る
交

通
の

要
衝

で
も

あ
る

。
そ

の
た
め

、
本

区
間

の

道
路

整
備

に
よ

る
交

通
・

物
流

の
改

善
効

果
は

大
き

い
と
考

え
ら

れ
、

計

画
対

象
地

域
の

地
域

開
発

の
観

点
か

ら
も

、
対

象
候

補
中
で

も
整

備
効

果
が
大
き

い
と
考
え

ら
れ
る
。

 
ま
た
、
公

共
事
業
局

及
び
ラ
カ

イ
ン
州
政
府

も
本
区
間

を
第

1
優
先
と
位

置
付
け
て

お
り
、
公
共

事
業
局
の

30
年
道
路
整

備
計
画
に
お

い
て
も
、
本

区
間
の
道

路
整
備
に

対
し
て
は

20
15

年
度
か

ら
の

3
か
年
に

予
算
の

重
点

投
資
を
行

な
う
計
画

と
し
て
い
る

。
 

以
上
の
考

察
を
踏
ま

え
、
本
計
画

に
お
い
て

は
、
本
区
間
が

3
候
補

中

も
整
備
の

優
先
度
が

高
い
と
評
価

す
る
。

 

3
候

補
中

2
位
。

 
本

区
間
の
北
端

に
位
置
す

る
タ
ン

ド
ウ
ェ
は
、
ラ

カ
イ
ン
州

に
お
い
て
漁

業
を

主
産

業
と

す
る

主
要

都
市

で
あ

り
、

ミ
ャ

ン
マ

ー
有

数
の

ビ
ー

チ
を

有
す

る
観

光
地

で
も

あ
る

。
本

区
間

の
整

備
は

、
同

州
南

部
地

域
や

エ
ー

ヤ
ワ

デ
ィ

管
区

へ
の

ア
ク

セ
ス

改
善

に
寄

与
す

る
と

考
え

ら
れ

る
が

、
対

象
候

補
-1

の
路
線
に

比
べ

物
流

の
規
模

は
小

さ
く

、
整
備
事

業
の

緊
急
性

と
し

て
は
対
象

候
補

-1
に
劣
る

と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
次
点
と

し
た
。

 
な

お
、
本
区

間
は
、
現
在

公
共
事
業
局

に
よ
っ
て

現
道
の
改

良
及
び
拡
幅

が
進

め
ら

れ
て

お
り

、
低

限
の

交
通

・
物

流
改

善
は

ミ
ャ

ン
マ

ー
の

自

助
努

力
に
よ
っ

て
確
保
さ
れ
る

も
の
と

考
え
ら
れ

る
。

 

3
候
補

中
3
位

。
 

ミ
ン
ビ
ャ
、
ポ
ー
ト
ー

を
含
む
こ

の
一
帯
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
海
産

物
の

約
60

%
を
生
産

す
る

漁
業

が
活
発
な

地
区

で
あ

る
。
本

区
間
の

整
備

に
よ

り
、

海
産

物
の

輸
送

時
間

短
縮

が
見

込
ま

れ
、

地
域

住
民

の
生

活
水

準
向

上
が
期
待

さ
れ
る
。

 
公
共
事
業

局
は
、
本

区
間
の
長

大
橋

2
橋
の

20
14

年
完
成
を

目
指
し
て

お
り

、
地

域
開

発
の

観
点

か
ら

も
道

路
整

備
の

必
要

性
は

高
い

と
考

え
ら

れ
る
が
、

裨
益
効
果
は
他
の

2
候

補
に
比
べ
て

限
定
的
で
あ

る
と
考

え
ら

れ
る
。
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